
「神戸市みどりの基本計画」の改定（案）について 

１．意見募集結果の概要 

（１）意見募集期間 

2025 年 12 月 19 日から 2026 年１月 20 日 

（２）意見提出件数 

12 通 22 件 

 （３）意見の内訳 

・本編に関するもの    12 件 

・施策編に関するもの   ６件 

・その他全体に関するもの ４件 

 

２．意見の概要と市の考え方 

資料１のとおり 

 

３．神戸市みどりの基本計画（案） 

資料２、３のとおり 

 

４．今後のスケジュール 

  2026 年４月 1 日 「神戸市みどりの基本計画」の改定(予定) 
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Ⅲ 報告 「神戸市みどりの基本計画」の改定（案）について



 

 

神戸市みどりの基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方 

募集期間：2025年12月19日から2026年１月20日 

提出意見：12通22件 ※意見の内容は趣旨を損なわない程度に要約しています。 

 

 意見の概要 市の考え方 

（１）本編に関するもの 

計画期間 

１ ・時代の変化に対応するためにも、10 年で見直

し、更新してもらいたい。 

10 年を目処に見直しを図ることを本編

p33に明記しているため、原案どおりとしま

す。 

みどりの効果 

２ ・景観などの視覚・心理的効果や、ヒーリングな

ど精神面の健康につながること、屋内空間で緑

を取り入れる視点も追加してはどうか。 

・緑の空間と人の関わりの双方向の関係性をわか

りやすく整理してはどうか。 

ご意見を踏まえ、みどりの効果として、視

覚的・心理的効果や健康といった視点を追加

し、緑空間における人との関わりとの双方向

性を、本編p7に追記します。 

一人当たり公園面積 

３ ・一人当たり公園面積が 17.7 ㎡とあるが、この

数字は大規模公園の森林等を含んでいる。住区

基幹公園の面積の方が市民の利用実態・感覚に

合致している。 

大規模な公園や都市緑地には、都市環境の

改善といった機能を担う緑地や森林が含ま

れています。これらの緑地や森林も都市公園

としての重要な機能を果たしていることか

ら、原案どおりとします。 

一方、市民に身近な住区基幹公園の面積に

ついては、本編p15に追記します。 

４ ・大規模な公園を含む数字ではなく、市民が普段

使う公園で想定して欲しい。 

課題と今後のみどりへの展望 

５ ・高温常態化は、ヒートアイランドのように一般

的に認知された単語ではないのでは。 

ご意見を踏まえ、高温常態化について用語

解説に追記します。 

６ ・社会的な課題など、項目を整理してはどうか。 

・地球温暖化と高温常態化は同じ内容になりがち

なので、整理が必要では。 

ご意見を踏まえ、本編p17～20の項目を整

理します。また、「地球温暖化」と「高温常

態化」については統合します。 

７ ・「生物多様性」は里地里山・森林だけでなく、

都市公園や街路樹など対象を広く記載しては。 

ご意見を踏まえ、本編p17に公園緑地等を

追記します。 

８ ・手入れされていない市有地の適正な樹木伐採・

剪定の強化を追加しては。森林に限定せず、神

戸市の緑地全体を対象にしてもらいたい。 

本編p21、p26に里地里山・森林や公園樹

の管理を記載しているため、原案どおりとし

ます。 

 

資料１ 
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９ ・「近隣自治体、兵庫県とも、機会をとらえて、

積極的に公園に関する課題・先進的な取り組み

の情報を交換する」との記述を追加しては。 

多様な主体とは、市民をはじめ民間事業者

や兵庫県など様々な主体のことであり、原案

どおりとします。 

施設の更新 

10 ・老朽化した公園施設の更新とあるが、より具体

的に挙げてもらいたい。 

本計画は、緑に関する総合的なマスタープ

ランであるため、原案どおりとします。 

計画の目標 

11 ・「～増やす」という表現が多いが、定量的な指

標として具体的な数字以上と表現しては。 

ご意見を踏まえ、本編p29、p30において、

定量的な数値に修正します。 

12 ・社会情勢の変化を踏まえると、ボランティア団

体の数の増加を目標にするよりも、みどりの活

動や取り組みを目標とした方がよいのでは。 

「まちの美緑花ボランティア制度などの

仕組みの拡充」など、社会経済情勢を踏まえ

た施策展開を行うため、原案どおりとしま

す。 

 

（２）施策編に関するもの 

大項目と小項目の名称 

13 ・大項目と施策の項目が同じ表現になっているの

で、表現に工夫が必要では。 

ご意見を踏まえ、施策編p6の施策の項目

を「適切な公有林・民有林の管理と支援の推

進」に修正します。 

スポンサー花壇 

14 ・観光客を目当てにしたスポンサー花壇や園庭整

備はやめて欲しい。季節で花を植え替えたり、

コストを考えると浪費の印象を受ける。それよ

りも、身近な公園の手入れなどの方が大事で

は。 

施策編p15においては、スポンサー花壇の

記載に加え、頻繁な植え替えを必要としない

多年生草本を取り入れた「Living Nature 

Kobe」もあわせて記載しています。 

また、施策編p18に身近な公園の適切な管

理の記載があるため、原案どおりとします。 

歴史的・文化的な継承 

15 ・施策の中に緑の歴史的・文化的な継承のような

ものがないような気がする。 

ご意見を踏まえ、施策編P17に「歴史・文

化的な視点」を追記します。 

公園緑地等の適正化 

16 ・「公園緑地等の適正化」は公園の他施設への転

用を進めるということか。 

「公園緑地等の適正化」は、他施設への転

用を図るものではなく、地域の意見を反映し

ながら新たな活用を図る施策であるため、原

案どおりとします。 

緑の高質化 

17 ・風格あるまちなみ等を作るのに一番必要ではな

いかと思う。 

変更の必要がないため、原案どおりとしま

す。 
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（２）施策編に関するもの 

六甲山森林整備戦略 

18 ・六甲山森林整備戦略を改定し、名称変更したの

なら、用語解説で触れては。 

ご意見を踏まえ、施策編p52「こうべ森林

整備戦略」の用語解説に、六甲山森林整備戦

略の内容を追記します。 

 

（３）その他全体に関するもの 

用語解説 

19 ・巻末に用語集を掲載すれば、読むときに、速や

かな理解に役立つので付けて欲しい。 

用語解説は、本編p34及び施策編p50以降

に記載があるため、原案どおりとします。 

神戸市所管外の公園 

20 ・神戸市所管外（国立公園、県立公園、農業公園

（ワイン城）、神戸空港緑地、フルーツフラワ

ーパークや須磨山上遊園、神戸どうぶつ王国）

の公園類似施設をどこかで位置づけるべきで

は。 

ご意見にあった施設のうち、神戸空港島緑

地は、都市公園であるため本計画に含まれて

います。また、国立公園、県立公園といった

自然公園法に規定される地域制公園につい

ては、施策編 p5「自然公園法による利用増

進と保護」において記載をしています。 

本計画における公園は、原則として都市公

園法上の位置づけがあるものを対象として

いるため、原案どおりとします。 

里地里山・森林 

21 ・森林・里山のそれぞれにおいて、モデルとなる

エリアを整備し、発信拠点として活用したい。 

・森林については例えば布引の滝で、森林のモデ

ルとして重点整備し、発信する拠点とすること

や、里山についても同様に、アクセスがよく美

しい里山をモデルエリアとして選定し、重点的

に整備・発信しては。 

「モデルとなるエリアの整備」や「発信拠

点として活用」など、頂いたご意見は重要な

視点であるため、今後の取り組みの参考にさ

せていただきます。 

一方、施策編p6、p10において、樹林整備

などの適切な管理や、活動に参加しやすい環

境づくりなどを記載していることから、原案

どおりとします。 

意見募集期間 

22 ・神戸市みどりの基本計画（素案）が 1/17 時点

でホームページに公開されていなかったので、

意見募集期間を延ばすべき。 

神戸市みどりの基本計画（素案）等につい

ては、本市ホームページにて閲覧資料等を公

開し、意見を募集するなど、適正に手続きを

実施したため、予定期間で終了しています。 

 

-72-



神 戸 市 みどり の 基 本 計 画  2 0 5 0（ 案 ）

2 0 2 6 年 ●月改 訂

-73-

資料２



02

文中で＊印のついている用語は用語解説で取り 上げています。

序章 はじ めに 5

    １ . みどり の基本計画と は 5

    ２ . 計画改定の背景と目的 5

    ３ . 計画の構成 5

    ４ . 計画期間と目標年次 5

    ５ . 計画の位置づけ 6

    ６ . 計画における「 みどり 」 6

    ７ . みどり の効果 7

第１章 計画の基本理念と 将来像 8

    １ . 計画の基本理念 8

    ２ . 神戸のみどり の将来像 8

第２章 神戸市の概況 11

    １ .  神戸の自然やまちの特徴 11

    ２ .  神戸の緑の現状 13

    ３ . 神戸の緑の特徴 16

第３章 課題と 今後のみどり への展望 17

    １ .  課題と 今後のみどりへの展望 17

第４章 施策の展開 21

    １ . 里地里山・ 森林の保全・ 育成・ 活用に取り 組みます 21

    ２ .  まちの緑や公園・ 街路樹を有効に活用します 22

    ３ . 多様な主体とともにみどりを支えます 27

第５章 計画の目標と みどり へのかかわり 方 29

    １ .  計画の目標 29

    ２ .  みどり へのかかわり 方 31

第６章 計画の見直しと 改善 33

参考資料 用語解説 34

目次

-74-



03

　 神戸は、里地里山や六甲山を はじ めと する森林に加え 、歴史的・ 文化的

な資産である樹木や社寺林、市民の生活に身近な公園・ 緑地など、多様で

豊かな緑に囲まれた都市です。

　 神戸の骨格と なる緑は、1 0 0 年以上前から 始まっ た六甲山の植林事業

や、戦災復興事業の中で 形成し てきまし た 。さ ら に、1 9 7 1 年に始まっ た

「 グリ ーンコ ウベ 作戦＊」により 、公園・ 緑地や街路樹の整備を 進め、市民

に身近な緑を 創出し てきまし た。

　 また 、阪神・ 淡路大震災以降は、震災復興事業の中で 、ワークショ ッ プ

などを 通じ て市民と 協働し 、公園・ 緑地の整備に取り 組んできまし た。

　 こ れら の緑は、日常的な 営みの中で 適切に管理さ れてきたこと に加え 、

60 年以上の歴史を 持つ公園管理会（ まちの美緑花ボランティ ア＊）をはじ め、

多く の人に支えられること で、今日の神戸のまちの基盤となっています。

　 これら のかけがえのない緑の財産を 、未来にわたって維持・ 保全し 、活用

し ていく こと で 、神戸がより 一層、緑あふれる 魅力的なまちになるよう に、

緑に関わる全ての人とともに「 緑とともに生き続ける都市＝緑生都市」の実現

を目指します。

緑
と
と
も
に
生
き
続
け
る
都
市

＝
緑
生
都
市
を
目
指
し
て

緑の空間を「 知る」（ 瑞宝寺公園）

緑 を

知 る
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緑の空間に「 触れる」（ 森林植物園）

イベント を通じて緑を「 深める」（ 東遊園地）

緑 に

触 れる

緑 を

深 める
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序 章  はじ め に

序 章  はじ め に

05

１．みどり の基本計画とは

• 「 みどり の基本計画」は、都市緑地法＊第４条に基づく 計画です。

•「 神戸市みどり の基本計画」（ 以下、本計画）では、緑地の保全や緑化の推進、都市公園の整

備などに関して、基本理念やみどり の将来像、施策、目標などを示します。

２．計画改定の背景と目的

• 神戸市では、2000年に「 神戸市緑の基本計画（ グリーンコ ウベ21プラン）」（ 以下、前計画）を

策定し 、2011年にみどりをとりまく 社会経済情勢の変化を受け、計画を改定しました。

• また、前計画の下位計画として、「 KOBEパークリノ ベーショ ン（ 20 18年）」や、「 大規模公園ビ

ジョ ン（ 2021年）」を策定しました。

• 2025年に前計画の目標年次を迎えた今、気候変動や高温常態化＊、「 W el l-being（ 幸福度）」

などの新たな価値観、「 デジタルト ランスフォーメーショ ン（ DX）＊」と いった科学技術の進展、更

なる人口減少等、社会経済情勢が変化しています。

• そこで、これら の社会経済情勢の変化や、緑が持つ多面的な効果を 活かし ながら 、社会の課

題を解決していく ため、下位計画を集約し 、これから の25年に向けて「 神戸市みどり の基本計

画」の改定を行います。

３．計画の構成

• 本計画は、「 基本理念」や「 将来像」等を 示し た「 本編」と 、詳細な「 施策」等を 示し た「 施策編」

の２部構成とします。

４．計画期間と目標年次

• 計画期間： 2026年から2050年までの25年間

• 目標年次： 2050年
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序 章  はじ め に

５．計画の位置づけ

• 本計画は、神戸市の上位計画である「 神戸市総合基本計画」と 連携・ 相互補完する関係であ

り 、神戸市のみどり に関する部門別計画として、他の部門別計画とも連携・ 整合し 、みどりを基

軸におきながら 、都市づくり や子育てし やすい環境づくり など、神戸のまちづくり の一翼を担っ

ていきます。

6．計画における「 みどり 」

• 「 緑」は、一般的には色や樹木等の植物を示す言葉です。本計画では、植物自体や森林、公園・

緑地等の緑の空間を示す場合は「 緑」と 表現し 、緑の空間における取り 組みや活動を 示す場

合はひらがなで「 みどり 」と表現します。

緑

空間（ SPACE）

森林や農地、河川、公園・ 緑地、街路樹、

花壇など、存在としての緑のこと 。

取り 組み・ 活動（ ACTION）

植樹や飾花、里地里山活動、

庭の手入れなど、緑の空間における

取り 組みや活動のこと 。

図0.1　 各計画の関係

連携・ 相互補完

神戸市総合基本計画（ マスタ ープ ラ ン ）

基本構想

基本理念

まちの理念、価値観等

2035年に向けた

将来像（ 都市像）・ 方向性等

上位計画を実現するため

2030年に向けた

基本政策と主な施策等

基本計画

実施計画

・ 神戸市みどり の基本計画 2050

・ 神戸市都市づくり のマスタープラン

・ 人と自然と の共生ゾーン整備基本方針

・ 神戸市都市景観形成基本計画

・「 港都 神戸」グランド デザイン

・ こう べ森林整備戦略

・ 神戸市環境マスタープラン

・ 生物多様性神戸プラン

・ みちづくり 計画

・ 神戸っ 子すこ やかプラン2029　

・ 神戸里山再生戦略

上位計画

関連計画
・

戦略

みどり
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序 章  はじ め に

地域への誇り や愛着

子育て支援

地域の活性化

賑わいの創出

市民農園

農林水産物の生産

コミ ュニティ の形成

遊び・ 憩い レクリ エーショ ン

地域コミ ュニティ の場

ヒート アイランド の緩和

大気汚染の改善

多様な生き物の生息空間

避難場所や延焼防止

空間の効果

空間が存在すること で 得ら れる

取り 組み・ 活動の効果

緑を 利用すること で 得ら れる

拡がっ ていく 効果

「 空間の効果」に「 取組・ 活動の効果」が

合わさること で 効果が社会に拡がる

図０ .２ 　 みどり の効果

7．みどり の効果

• みどり が人や他の生物、社会にもたら す効果は様々であり 、本計画ではみどり のもたら す効果

を３つに分類しました。

• １つ目は「 空間の効果」で、里地里山や森林、公園・ 緑地、街路樹などの緑の空間があることで

得られる効果です。ヒート アイランド の緩和や生き物の生息空間など、都市環境を形成する効

果に加え、遊びの場や避難場所としての利用効果、景観や眺望による視覚的・ 心理的な効果

などが挙げられます。

• ２つ目は「 取り 組み・ 活動の効果」で、緑の空間を利用することで得られる効果です。レクリ エー

ショ ン 活動や地域コミ ュニティ 活動の場、市民農園＊などの利用のほか、屋内外で緑に触れる

ことによる心理的な癒し やスト レスの軽減と いった効果が挙げられます。

• ３つ目は「 拡がっていく 効果」で、緑の空間が存在し 、それを利用することで生まれる、社会に拡

がっていく 効果です。例えば、緑の空間は、清掃や整備などの取り 組み・ 活動によってさらに魅

力が高まり 、その魅力が人の関わり を生み出すなど、相互に作用しています。こ れら の相互作

用によって、地域への誇り や愛着、コミ ュニティ の形成、にぎわいの創出、健康・ 福祉の増進な

どにつながり 、様 な々効果が地域社会へ拡がっていきます。

• なお、１つ目の「 空間の効果」から３つ目の「 拡がっていく 効果」は、地域のコミュニティ 形成が、

緑空間の活用や管理につながるなど、各効果が相互に影響しながら 発揮さ れる関係にありま

す。この関係性が強まるほど、緑空間やその地域の価値も高まっていきます。
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第１ 章  計 画 の 基 本 理 念と 将 来 像

１．計画の基本理念

• 本計画では、前計画の基本理念を 受け継ぎ、神戸が50年、100年後も 、緑豊かで命に満ちあ

ふれた都市であることを目指して、

を基本理念とします。

• 緑生都市とは、緑と人が共生の関係にある都市のことです。

緑は人の生活と 深く 結びついており 、人々は豊かな恵みを享受しています。また、人々の暮らしを

豊かにする緑は、市民の利用や適切な管理等によって身近な存在となります。

• 前計画を定めた2000年から 、地球温暖化や人口減少など、社会経済情勢は変化しています。

神戸においても、特に夏場は異常な高温が常態化するなど、緑に求められる効果の重要性が

高まっています。こ のよう な中、次の25年に向けて、緑がもつ多面的な効果を更に活かし 、緑と

人の共生関係をより 強固に築いていく 必要があります。

• 今後も 、緑と 人が共生する緑生都市の実現のために、郊外部の自然環境や身近な緑を維持・

保全し 、みどりとの関わりを深め、みどり に親し む機会を増やす環境づくり に、市民とともに取り

組んでいきます。

２．神戸のみどり の将来像

• 神戸は、大阪湾に面し た古く から の港町で、都市と 里地里山、森林が共存し 、豊かな自然を有

したまちです。

• 神戸の公園・ 緑地の原点は、植林を 経て再生さ れた六甲山と日本初の西洋風公園として整備

された東遊園地にあります。

• その後、戦災復興土地区画整理＊やニュータウン開発、阪神・ 淡路大震災後の震災復興等によ

るまちづく り の中で、公園の整備や緑地の保全・ 育成・ 活用を 市民ととも に進め、緑のネット

ワークを形成してきました。

• こ れら の取り 組みによって育まれた緑を 活かしながら 、次の25年に向けたみどり の将来像を

次に示します。

緑とともに生き続ける都市＝緑生都市
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図1 . 1 　 緑の空間構成

表1 . 1 　 みどり の将来像

西区

北区

垂水区

須磨区

中央区

灘区
東灘区

長
田
区

兵
庫
区

里地里山・ 森林

ニュ ータ ウン を 含む郊外部

既成市街地

ウォ ータ ーフ ロント

人の手によって持続する里地里山や、六甲山を はじ めと する 森

林エリ アの保全・ 育成・ 活用に向けて、資源を 循環さ せな がら

適切に管理し 、みどり を 受け継ぎます。

豊かな自然や緑地などに囲まれた 郊外部で は、緑と 住環境が

共存し たエリ アを目指し ます。

緑の高質化や緑化を 推進し 、みどり の魅力を高めたエリ アを目

指し ます。神戸の顔と なる都心では、更なる緑化を 進めます。

貴重な自然環境や歴史・ 文化を 保全し つつ、新たなにぎわいや

緑の創出を 進めるエリ アを目指し ます。

里地里山・ 森林

既成市街地

ウォーターフ ロント ＊

ニュータ ウンを含む

郊外部
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骨格と なる 緑

図 １ .２ 　 水と 緑のネッ ト ワーク

里地里山・ 森林のエリ アイメ ージ 郊外部のエリ アイメ ージ

既成市街地・ 都心部のエリ アイメ ージ 　 ウォータ ーフ ロント のエリ アイメ ージ

良好な自然景観を

形成し て いる

住宅地の緑

河川緑地軸

公園

広場

街路樹

海浜の緑

ニュータ ウン

農地

神社仏閣の緑
民有地の緑
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第 2 章  神 戸 市 の 概 況

１．神戸の自然やまちの特徴

• 市域の面積は約557㎢であり 、六甲山系によって南北に二分さ れます。大阪湾に面し た南側

は、六甲山系から の河川によって形成さ れた平野部や埋立地が続き、北側は丘陵地と 播磨平

野に連なる平野部から成ります。

• 神戸は、様々な地質から 成り 立っています。例えば、六甲山系は風化すると 崩れやすい花崗岩

で形成さ れ、崩れた砂は保水力が少ない真砂土になります。また、六甲山の西側の須磨地域

や北側に分布する神戸層群、西神地域に分布する大阪層群は、粘土質で水はけが悪いため、

樹木の生育に大きな影響を与えています。

• 水系は、六甲山系によって大きく４つに分かれています。六甲山系から 大阪湾に注ぐ表六甲水

系、明石海峡に注ぐ明石川水系、播磨灘に注ぐ加古川水系、六甲山系の北側から 大阪湾に注

ぐ武庫川水系からなります。

• 東灘区から 須磨区までの地域では、三宮を中心と する都心や既成市街地など、古く から 神戸

の市街地を形成してきました。この地域には、神戸市の人口約149万人のうち約51％（ 約76万

人）が、約25％（ 約134㎢）の土地に居住しています。また、これら の地域は転入超過の傾向が

あり 、居住者の平均年齢も比較的低く なっています。

• 一方、北区、垂水区、西区は、新たなまちづくり が行われたニュータ ウンがあり 、人口の約49％

（ 約73万人）が、約75％（ 約423㎢）の土地に居住しています。                                                    　

こ の地域では、市街化調整区域＊に「 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例＊」に基づく

「 みどり の聖域＊」や「 人と自然と の共生ゾーン＊の指定等に関する条例」に基づく 人と自然と の

共生ゾーンが広大に指定され、森林や田園、農地を含む里地里山が保全されています。

• 市域に約30km にわたって広がる海岸は、港湾機能や漁業活動の場のほか、須磨海浜公園や

アジュール舞子など公園・ 緑地のレクリ エーショ ン機能、ポート アイランド や六甲アイランド など

人工島の居住機能を有しています。また、ウォーターフ ロント では、新たなにぎわいの空間を整

備しています。
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図 ２ .１ 　 神戸市の概況

図 ２ .2　 神戸市の地質分布図

産総研地質調査総合センタ ー，

20万分の1日本シームレス地質図V2

（ https://gbank.gsj.jp/seam less/）

を使用し、神戸市が編集したものである。

神戸層群

大阪層群

有馬層群

花崗岩類

丹波層群

段丘層（ 高位段丘）

段丘層

沖積層

埋立地

N

5km
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図 ２ .３ 　 神戸市全域の緑被分布

2．神戸の緑の現状

（ 1） 緑被率

● 市全域

• 市全域では66 .2％、市街化区域＊で31 .4％、市街化調整区域で86 .6％となっています。市街化

区域の区ごと の緑被率＊では、北区、須磨区、垂水区、西区で大きく なっており 、既成市街地が

広がる東灘区、中央区、兵庫区で小さく なっています。

区

東灘区 20.4 97 .0

市街化区域緑被率 市街化調整区域緑被率

灘　 区 25.2 96 .8

中央区 16.7 89 .5

兵庫区 15.3 88 .8

北　 区 53.7 93 .0

長田区 25.7 87 .0

須磨区 35.6 89 .7

垂水区 29.2 75 .7

西　 区

神戸市

28.4 69 .7

43 .8

全域緑被率

70.5

38 .5

41 .9

86 .2

34 .5

49 .4

31 .0

57 .8

31 .4 86 .6 66 .2

表２ .１ 　 区ごと の緑被率（ 2024） 

（ % ）
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表２ .２ 　 市全域の緑被率の推移

図２ .4　 六甲山以南のエリア別の緑被率（ 市街化区域）

● 六甲山南麓

• 六甲山以南の既成市街地の緑被率は、六甲山に近いエリアで高く 、海側へ向かう ほど低く なる

傾向があるため、緑被率の低い地域での緑化対策が必要となります。

• 前回までの調査と 比較すると 、市街化区域の緑被率は現在も30％を 超えており 、ほぼ横ばい

の傾向が続いています。

• 北区、須磨区、垂水区、西区では、住宅団地の開発等により 減少しているも のの、今でも 30％

前後の緑被率があり 、特に北区では50％以上が維持されています。

• 一方、既成市街地である東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区では、緑被率が増加していま

すが、これは新たな住宅団地を開発する余地がなく 、緑被率の減少が少なかったことに加え、

既存の緑が成長したことなどが要因と考えられます。

区／全域

東灘区

市街化区域

市街化調整区域

22.9 16 .7

1995年緑被率 2005年緑被率 2024年緑被率

灘　 区 20 .1 20 .5

中央区 8.2 10 .0

兵庫区 11 .4 11 .8

北　 区 51 .8 55 .0

長田区 18 .3 19 .9

須磨区 37 .4 39 .7

垂水区 33 .7 37 .0

西　 区

市全域

38.8 35 .6

20 .4

25 .2

16 .7

15 .3

53 .7

25 .7

35 .6

29 .2

28 .4

32 .933 .6 31 .4

市全域 89.2 86 .6

緑被率の増減
（ 2024年→2005年）

3 .7

4 .7

6 .7

3 .5

▲１ .３

5 .8

▲4 .1

▲7 .8

▲7 .2

▲１ .5

▲2.6─

図 ２ .４ 　 六甲山以南のエリ ア別の緑被率（ 市街化区域）

東灘区灘区

中央区

兵庫区

長田区須磨区

市境界

区境界

市街化区域

市街化調整区域

国道2号

国道43号

山手幹線

山麓線

中央幹線

高松線

緑被率0-10%

緑被率10-15%

緑被率15-20%

緑被率20-25%

緑被率25-30%

緑被率30% 以上

①山麓線以北（ 阪急沿線以北）

エリア名

②山手幹線以北～山麓線以南

③国道2号以北～山手幹線以南

④国道43号以北～国道2号以南

⑤国道２号以北～中央幹線以南

⑥国道43号以南

⑦国道２号以南（ 突堤部など）

⑧高松線以北～国道2号以南

⑨高松線以南

⑩六甲アイランド

　 ポート アイランド

　 神戸空港

46.6%

緑比率

21 .2%

11 .3%

12 .3%

10 .5%

12 .2%

12 .7%

9 .7%

7 .4%

18 .3%

17 .5%

25 .6%

11

12

12

11

10

9

8

7

5

6

4

2

1

3

（ % ）

0 1

1： 90,0 00

2km

N
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表２ .３ 　 区ごと の公園面積(2024年度末)

（ 2） 公園

• 神戸市の一人当たり の公園面積は17 .7 0㎡、身近な公園である住区基幹公園＊の一人当たり

の公園面積は4.43㎡であり 、他の政令指定都市と 比較しても高い水準となっています。

• また、住区基幹公園を区ごとで比較すると、住宅団地など計画的に公園・ 緑地が整備された北

区や西区で一人当たり の公園面積が多く 、密集した土地利用の東灘区や灘区、長田区では少

なく なっています。

（ 3） まとめ

• 郊外部では、緑被率はわずかに減少しているも のの、六甲山をはじ めと する山々の緑や、農業

等の営みにより 緑被率が担保され、規模の大きな公園も確保されています。

• 一方、既成市街地では、緑被率は増加しているものの、既に土地利用がされていることにより 、

公園整備などの公有地の拡大は困難であり 、大幅な緑の創出は難し い状況です。

• これらを踏まえ、レクリ エーショ ンの場としての機能に加え、良好な都市景観の形成、都市環境

の改善、防災性の向上など、多様な役割を担う 公園・ 緑地や森林等の公有地の緑は適切に管

理していくとともに、都心やウォーターフ ロント 等の面的な再開発に際しては、新たな緑を創出

していく 必要があります。

• 郊外部の里地里山・ 森林や既成市街地の社寺林等の民有地の緑は、所有者と 協力して適切

に保全や管理を進めていくとともに、市街地における民有地では更なる緑化の促進が重要に

なります。

• 行政はこれら の取り 組みを持続的にサポート しながら 、市民が緑に触れる機会の平等化を 進

めていく 必要があります。

東灘区 171 52 .3314

箇所数

（ 箇所）

住区基幹公園（ 街区、近隣、地区） その他 総合公園等＊ 全　 体

面積

（ ha）

175

・ 神戸総合運動公園、

・ 王子公園、

・ 布引公園、

・ 須磨離宮公園、

・ 須磨浦公園、

・ 北神戸田園スポーツ 公園、

・ 神戸青少年公園、

・ し あわせの森、

・ 森林植物園　 　 　 等

1 ,980 .19

箇所数

（ 箇所）

面積

（ ha）

1 ,699 2 ,641 .91

箇所数

（ 箇所）

17 .70

1人当り

公園面積

（ ㎡/人）面積

（ ha）

灘　 区 84 29 .7125

中央区 66 46 .1683

兵庫区 72 33 .4784

長田区 88 24 .7185

須磨区 160 87 .3067

北　 区 314 134 .7418

垂水区 270 73 .6972

西　 区

合　 計

人　 口

（ 人）

2024 .10 .1

210 ,191

135 ,956

149 ,596

110 ,077

92 ,516

153 ,535

204 ,110

206 ,384

229 ,917

1 ,492 ,282

299 179 .5656

2 .49

1人当り

公園面積（ ㎡/人）

2.19

3 .09

3 .04

2 .67

5 .69

6 .60

3 .57

7 .81

1 ,524 661 .7205 4 .43

種別

区別
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2．神戸の緑の特徴

• 神戸の緑の特徴は、地形や市街地の形成過程により 、以下の４つに分類できます。

里地里山・ 森林

• 郊外部に広がり 人々の営みによって維持さ れる、田園や

農地を含む里地里山

• 神戸を 代表する六甲山系を はじ め、帝釈・ 丹生山系や雄

岡山・ 雌岡山などの山や森林

既成市街地

• まとまった緑は少ないものの、古く から 市街地の形成に合

わせて、市民の生活とともに育まれてきた緑地や公園・ 街

路樹等

• にぎわいの中心で、来街者を迎える、神戸の顔となる高質

な都心の緑

ニュータ ウンを 含む郊外部

• 住宅地ととも に計画的に配置さ れた公園・ 緑地や街路

樹、住宅敷地内の豊かな緑

ウォーターフ ロント

• これまでは限られた場所にしか緑がなかったが、新たなに

ぎわいの創出など、再開発が進むウォーターフ ロント の緑
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第３ 章  課 題 と 今 後 の みどり へ の 展 望

１．課題と今後のみどりへの展望

• 緑と 人が共生する緑生都市の実現に向けて、以下のよう な社会的な課題や解決すべき緑の

課題に対して、みどり への展望を踏まえながら対応していく 必要があります。

● 地球温暖化の進行を 抑制するためには、温室効果ガスの排出量と 吸収量の均衡を 図るカー

ボンニュート ラル＊の実現や、グリーント ランスフォーメ ーショ ン（ GX）＊への転換を進めていく こ

とが求められています。また、都市化の進行に伴う 都市部の気温上昇により 、特に夏場におい

て、異常な高温が常態化しており 、緑の特徴を活かした対策が必要です。

神戸においても、温室効果ガスの吸収源となる緑の保全や適切な管理に加え、緑陰効果＊の

最大化やベランダ緑化、壁面緑化など、行政をはじ め市民や企業等の取り 組みも重要です。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 都市化の進展により 減少する緑

● 都市部における緑陰の不足

  樹木の量および質の向上

● 緑化に対する市民意識の醸成

● 法律や条例等に基づく 緑の保全・ 育成

● 樹木の植栽や、 樹木が生育しやすい土壌環境づ

  くり 、 樹冠の拡大による緑陰の最大化

● 緑化事例や、 緑と暮らす心地よさ の周知

⇒こ のような取り 組みにより 、緑豊かで過ごし やすい、快適な都市環境づくりを目指します。

（ 1） 高温常態化（ 地球温暖化を含む）

● 人々の暮らし は、生態系がもたらす恩恵に支えられていますが、現在、各地で生物多様性が減

少しており 、その保全や回復が課題となっています。

様々な生物と 共生するネイチャーポジティ ブ＊の実現に向けては、地産地消などを通じ た里地

里山・ 森林での営みの維持とともに、多く の人が里地里山・ 森林や公園緑地等に関わり を 持

ち、活動を支えることで、健全な森林や農地等を持続さ せることが必要です。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 里地里山・ 森林の多様な機能の保全

● 放置された里地里山・ 森林と活用されていない

  伐採材

● 不足している管理の担い手

● 適切な管理による里地里山・ 森林の再生

● 資源が循環する持続可能な管理の構築

● みどりに関する学びを通じた人材の発掘と管理技

   術の向上

⇒こ のよう な取り 組みにより 、健全な森林や農地を持続的に維持し 、

様 な々生物と共生するまちづくりを目指します。

（ 2）  健全な森林・ 農地等の持続による生物多様性保全
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第３ 章  課 題 と 今 後 の みどり へ の 展 望

● 現在の日本では価値観や働き方など、ライフスタイルが多様化するとともに、少子高齢化が進

行し 、人口減少が進んでおり 、緑に求められる役割や利用形態等のニーズは変化しています。

これから の神戸においても、子どもから 大人まで、また障がいの有無にかかわら ず、様々な人

が生活し やすい環境づくりを進めるとともに、地域コミュニティ を活性化していく 取り 組みを通

じて、公園・ 緑地等に求められるニーズの変化に柔軟に対応していくことが必要です。

（ 4） 少子高齢化に伴う ニーズの変化

● W el l-beingと は、個人においては、一人ひとり が心身ともに満たさ れた状態であること 、社会

においては、経済や環境などの様 な々要素が豊かになることを表す指標です。 個人や社会の

W el l -bein gを 高めていく ためには、W el l -bein gを 測る指標の一つである緑空間の充実や、

オープンスペース＊の利活用を促進することが重要です。 神戸においても、様 な々緑の質を高

め、緑に触れやすく 、活動し やすい環境づくり など、緑を身近に感じ 、満足感を得られる取り 組

みにより W el l-beingを高めることが求められます。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 管理の行き届いていない緑空間

● 魅力に乏しく 、 十分な利活用が出来ていない

  公園の増加

● みどりに関する情報発信の不足

● みどり の活動への参加のハード ル

● 新たな技術も取り 入れた、 効率的で高質な緑空

   間の管理運営

● 多様なニーズに対応した整備や多様な主体の

   ノウハウを活かした公園の魅力向上

● 様 な々媒体によるみどり の情報発信・ 共有と、

  気軽に参加できる活動内容の充実

⇒こ のよう な取り 組みにより 、質の高い緑にあふれ、

魅力的な緑の空間を身近に感じられるまちづくりを目指します。

（ 3） W el l-being（ 幸福度）

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 利用頻度が低い公園等の活用

● ルールが多く 、 利用しにく いイメージがある公園

● ニーズに対応していない遊具等の公園施設

● 既存のボランティア団体の高齢化

● 公園施設の適正化や、 新たな活用方法の検討

● 地域とつくる公園利用ルールなど、 外遊びしやす

  い環境の整備

● 地域のニーズを反映した施設改修の実施

● 気軽に参加できる活動内容の充実や、 民間事業 

  者等との連携

⇒こ のよう な取り 組みにより 、年齢や障がいの有無にかかわら ず公園・ 緑地等の緑空間を楽し み、

みどりを通じ た交流ができるまちづくりを目指します。
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第３ 章  課 題 と 今 後 の みどり へ の 展 望

● 近年、気候変動により自然災害が激甚化するとともに、南海ト ラフ 地震などの巨大地震の発生

確率が高まっていると いわれています。

神戸においても、自然災害を最小限に留め、緑が災害の原因とならないよう 、適切な管理によ

る防災・ 減災対策や災害に強い森づくり 、グリーンインフラ＊の視点を活かした雨水流出抑制、

災害時の避難場所となる機能の拡充や、緊急時に備えた平時からの備えが重要です。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 市内に広く 分布する土砂災害特別警戒区域など

  における災害リスクの増大

● 樹林が手入れされておらず、 倒木等により 不安

  定となった法面からの土砂流出

● 激甚化する集中豪雨等への対策

● 治山砂防事業＊や六甲山系グリーンベルト 整備事   

   業＊など、 災害に強い森づくり の推進

● 適切な森林の管理による、 健全な森林環境の形成

● グリーンインフラを活用した、 雨水流出抑制など

  の防災・ 減災機能の強化

⇒こ のような取り 組みにより 、緑が持つ多様な機能を活かした災害に強いまちづくりを目指します。

（ 5） 防災・ 減災

● 神戸では、1971年に始まった「 グリーンコ ウベ作戦」により 、公園・ 緑地の整備や街路樹の植

樹など、市街地の緑を増やす取り 組みを進めてきました。

一方、整備から 40年以上が経過し た公園・ 緑地や街路樹が増加し 、公園施設の老朽化や公

園樹・ 街路樹の大木化、老木化が進み、更新の時期を迎えています。

市民が安全に公園・ 緑地を利用できるよう 、効果的・ 効率的に公園施設の改築更新を行うとと

もに、歴史的・ 文化的な資産である樹木の保全を 進める一方、大木化・ 老木化して危険性の

高い樹木は適切な伐採と更新が必要です。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● 老朽化した公園施設による危険性の増大

● 大木化・ 老木化した樹木の増加による事故    

  リスクの増大

● 老朽化した公園施設の計画的な改築更新による

   安全性の向上

● 大木化・ 老木化した樹木の適切な保全と伐採お

  よび更新

⇒こ のよう な取り 組みにより 、安全・ 安心で快適な緑空間づくりを目指します。

（ 6） 公園施設の老朽化、公園樹・ 街路樹の老木化
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第３ 章  課 題 と 今 後 の みどり へ の 展 望

● みどり に対する社会的な関心が高まる中、みどり に関心を持つ主体は、市街地や郊外部に住

む市民をはじ め、企業やNPOなどにも広がり 、多様化しています。

こ れまで活動してきた個人や団体等の取り 組みを 継続的にサポート するとともに、多様な主

体と 連携し 、ノ ウハウなどを 活かし ながら 、神戸のみどり の魅力を高めていく 取り 組みが必要

です。

解決すべき緑の課題 今後のみどりへの展望

● みどり の魅力や取り 組みに関する情報発信

  の不足

● 多様な主体と連携していく 仕組みの不足

● 行政との連携や協働に対するハード ル

● 神戸のみどり の情報発信や共有による、 知る機

  会の増加

● 多様な主体がみどり の活動に参加できる場や仕

    組みなどの環境づくり

● 様 な々企業や団体等が気軽に協働できるメ ニュー

  の充実

⇒こ のよう な取り 組みにより 、神戸のみどりに関わる多く の人と の協働を目指します。

（ 7） 市街地や郊外部の人、団体、企業など多様な主体によるみどり の取り 組み
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第４ 章  施 策 の 展 開

植林により 再生し た再度山 登山道の整備

１．里地里山・ 森林の保全・ 育成・ 活用に取り 組みます

● 郊外部に広がる里地里山や、六甲山系、帝釈・ 丹生山系などの森林を保全・ 育成・ 活用し 、

    市民のくらし や自然環境、美し い景観を守ります。

【 具体例】

（ 里地里山・ 森林の保全・ 育成と適切な管理）

• 六甲山系や帝釈・ 丹生山系などで緑の法令・ 条例に基づく 適切な森林の管理を行い、快適な

緑地として保全・ 育成します。

• 都市緑地法に基づく 特別緑地保全地区＊において、緑地の機能を 維持増進するため、適切な

保全とともに、計画的な樹木の更新に取り 組みます。

• カーボンクレジット ＊の創出により 、里地里山・ 森林の価値を高めます。

（ 災害に強い森づくり の推進）

• 治山砂防事業や六甲山系グリーンベルト 整備事業など、災害に強い森づくりを推進します。

（ 森林レクリ エーショ ン環境の充実）

• 登山等の森林レクリ エーショ ンの魅力を高め、安全な登山道等を整備します。

（ 循環型の里地里山・ 森林の再生と都市農村交流の環境づくり ）

• 里山・ 森林の樹木を適切に伐採・ 更新し 、伐採材の循環的な利用によって、健全な里地里山・

森林を維持します。

• 多様な主体による参画や人材育成など、里地里山・ 森林に関わる人を増やします。

• 農村地域の空き家を活用した里山暮らし の推進などに取り 組みます。

• 里地里山・ 森林を 健全な状態にすること で、水を 貯える水源かん養＊や生物多様性の維持と

いった多様な機能を保ちます。

• 樹木の病害虫や外来生物について、適切に防除し 拡大を防ぎます。

• 前章で挙げた課題や今後のみどり への展望を踏まえ、３つの観点に基づき施策を展開してい

きます。

• なお、施策の具体的な内容については、「 施策編」に記載します。
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市民の森＊（ 瑞宝寺公園）

河川緑地軸を形成する公園・ 緑地（ 生田川公園） 街路緑地軸を形成する街路樹等（ 山手幹線）

市民の木＊（ 奥平野浄水場のサクラ ）

2．まちの緑や公園・ 街路樹を有効に活用します

● ニュータ ウンを含む郊外部では、周辺に広がる六甲山系等の自然環境を 活かし 、メリ ハリ を  

　  つけた緑の管理を行います。

【 具体例】

（ メリ ハリをつけた緑の管理）

• 郊外部の緑豊かな地域では、地域の歴史・ 文化の象徴である社寺林等を適切に保全するとと

もに、景観や歴史性、緑の機能に留意し 、街路樹等の樹木の適正化を図るなど、メリ ハリ をつ

けた緑の管理を行います。

● まとまった緑が少ない既成市街地では、既存の緑を適切に保全・ 育成しながら 、緑化を推進

     します。まちのにぎわいの中心となり 、神戸の顔となる都心では、緑の魅力を高めます。

【 具体例】

（ 水と緑のネット ワーク づくり ）

• 公園・ 緑地など拠点となる空間と 、それらをつなぐ河川沿いの公園・ 緑地で形成さ れる河川緑

地軸や、街路樹等による街路緑地軸を適切に保全・ 育成することにより 、水と 緑のネット ワーク

を強化します。
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都心・ 三宮（ 税関線）再整備の将来像イメ ージ

（ 緑の保全・ 育成と 緑化推進）

• 災害時の道路安全確保や雨水貯留など、緑の多様な機能を活かした整備を進めます。

• 六甲山南麓の既成市街地では、緑被率の少ない都心部や海側の地域において緑化を進めま

す。

• 高温常態化対策に有効なまちの緑を増やすため、土壌改良による樹木の生長促進や、新たな

樹木の植栽により 、まちの木陰を 増やします。あわせて、保水性舗装＊と いっ た熱がこもり にく

い舗装なども活用し 、人や樹木に優し い快適な環境を創出します。

• 地域の歴史的・ 文化的な資産となる大木や社寺林等を保全します。

• 市民公園制度＊や市民緑地認定制度＊、まちなか活用空地制度＊等により 、民有地を 活用し た

オープンスペースを創出します。

• 壁面緑化や屋上緑化を効果的に整備・ 誘導し 、緑豊かなまちなみ景観の形成を目指します。条

例に基づく 緑化のほか、民間事業者等が緑化を推進できる環境づくり に努めます。

（ 都心部の魅力向上）

• 来街者の多い都心三宮などを中心に、回遊性を 高めるための緑陰空間の形成や、みどりと 花

のブランディングの取り 組みである「 Living Nature Kobe＊」を展開するなど、都心の緑の魅力

を高めます。
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● ウォーターフ ロント の貴重な自然環境や歴史・ 文化を保全し つつ、新たなにぎわいや緑を創

     出します。

【 具体例】

（ ウォーターフ ロント の魅力向上）

• ウォーターフ ロント に新たな緑を創出し 、緑をネット ワーク化することで、居心地がよく 、海と自然

が感じられる空間を目指します。

• 須磨海岸や舞子海岸では、美し い松林や砂浜を保全し 、白砂青松の景観を維持します。

• ポート アイランド では、中央緑地軸を強化するなど緑豊かな滞在空間を創出します。

ウォータ ーフ ロント の将来像イメ ージ

-96-



25

第４ 章  施 策 の 展 開

インクルーシブ 遊具（ 御影公園） 大規模施設の改修（ ユニバー記念競技場）

王子公園再整備イメ ージ

● 安全・ 安心で、何度でも行きたく なる魅力的な公園・ 緑地をつくります。

【 具体例】

（ 公園施設の適切な保全と 更新）

• 老朽化した公園施設は、老朽度合いや公園施設長寿命化計画、建築物保全計画等に基づき、

適切に改築更新を 実施します。改築更新にあたっては、地域のニーズなどを 確認しながら 、よ

り 魅力的な施設となるよう 整備を行います。

（ 誰もが使いやすい公園の整備）

• 公園施設のバリ アフリー化や、インクルーシブ 遊具＊の導入、健康増進に資する施設の整備な

ど、誰もが使いやすい公園となるよう 整備を進めます。

（ 身近な公園や大規模公園の魅力向上）

• 地域の拠点となる公園や大規模公園の整備においては、社会経済情勢の変化や多様なニー

ズ、まちづくり の視点や公園・ 地域の価値向上と いった様々な観点から 施設整備を行い、魅力

向上に取り 組みます。

• にぎわい創出や観光集客の拠点となる公園については、民間事業者のノ ウハウを取り 入れな

がら 公園づくりを進めます。

• 身近な公園の整備にあたっては、一時避難地＊としての防災機能を考慮し 、歩いて行ける公園・

緑地の確保を目指します。

• 利用頻度が低下した公園・ 緑地等の活用方法を検討します。

• 新たな技術も取り 入れながら、効率的な公園・ 緑地等の管理運営を進めます。

• 長期にわたり 整備が出来ていない都市計画公園は、適宜見直しを図ります。
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● 街路樹や公園樹による緑豊かで風格のあるまちなみをつくります。

【 具体例】

（ 街路樹再整備方針＊）

• 街路樹再整備方針を策定し 、「 街路樹の適正化」、「 街路樹の高質化」、「 街路樹の安全対策」

に取り 組みます。

（ 街路樹等の適正化）

• 大木化・ 老木化や、周辺の緑との重複や過密化、交通の支障、生育不良など、安全や景観上の

問題が生じている街路樹や、道路・ 民有地に影響を及ぼす公園樹については、適宜伐採を行

います。

（ 緑の高質化）

• 緑豊かで風格のあるまちなみの形成や、緑の持つ特徴を活かし た高温常態化対策として、人

が滞留する場所などを中心に、植樹による木陰づくりを進めます。

（ 適切な維持管理）

• 街路樹については、樹種や道路特性に応じた維持管理を行うとともに、包括的な管理を行うこ

とで、植栽帯＊の環境向上を進めます。

• 公園・ 緑地の樹林は、適切に管理、伐採し 、安全で快適な樹林環境を目指します。

こう べ木陰プロジェクト ＊ 街路樹点検の様子

道路特性に応じ た維持管理（ フラワーロード ） 植栽帯の包括的な管理
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3．多様な主体とともにみどりを支えます

● みどり の活動に参加したく なるきっかけをつくります。

【 具体例】

（ 情報の共有・ 発信）

• 神戸のみどり の魅力や取り 組みを、SN Sなどを 使って積極的に情報を 発信・ 共有し 、みどり を

知る機会を増やします。

（ みどり に関わる機会づくり ）

• 気軽にみどり の活動に参加できるボランティ アメ ニューを 充実さ せるなど、里地里山・ 森林や

公園・ 緑地等に関わる人を増やします。

（ 子どもや青少年の育成）

• 公園・ 緑地の管理や里地里山・ 森林の保全への意識啓発を 図るため、学校等とも連携し なが

ら、公園ミ ーティング＊やプレーパーク＊、こう べ森の学校＊、市民農園など、みどりと 触れ合える場

を創出します。

● 持続的にみどり の活動ができる仕組みづくり に取り 組みます。

【 具体例】

（ 持続的な活動につながる仕組みづくり ）

• 多様な主体が公園・ 緑地等の管理に取り 組めるよう 、まちの美緑花ボランティ ア制度などの仕

組みを拡充します。

• ボランティ ア活動などみどり に触れる機会を通じて、地域コミュニティ の醸成に寄与し 、継続的

な活動につなげます。

• 公園の利用ルールを地域と一緒につくり 、子どもが外遊びし やすい環境をつくります。

• 申請方法の見直し や広く 周知を 行うことで、イベント 等を開催し やすい公園・ 緑地の環境づく

り に取り 組みます。

市民と の里山保全活動（ キーナの森） 市民農園（ 新湊川公園）

-99-



28

第４ 章  施 策 の 展 開

（ みどり に関わる人材の発掘・ 育成）

• 里地里山・ 森林の保全や公園・ 緑地等を支えていく 担い手の発掘・ 育成を行います。

（ 多様な主体による資源の循環利用）

• 里地里山・ 森林や公園・ 緑地の管理の過程で発生する伐採材や剪定枝等を活用し 、多様な主

体による資源の循環が持続的に行える仕組みをつくります。

● 多様な主体と連携しながらみどりを支えていきます。

【 具体例】

（ 多様な主体で支える取り 組み）

• ボランティア活動など、みどりを支えている多様な主体間の交流を促進します。

• スポンサー花壇や寄付、社会貢献活動など、多様な主体とみどりを支えます。

まちの美緑花ボランティ アの活動 KOBE里山自然共生センタ ー

ワークショ ッ プ の様子（ 神戸緑縁座） スポンサー花壇（ フラワーロード ）
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第５ 章  計 画 の目標と みどり へ の か か わり 方

• 育んできたみどりを次の25年に継承するため、みどり の量と 質に関する目標や、みどり の認知

度、みどりを育む機運を醸成するための目標を定めます。

• 前計画から引き続く 指標は【 継続指標】、本計画で新たに定める指標は【 新規指標】とします。

１．計画の目標

• 第４章で示し た施策を神戸で広く 展開し 、緑と 人が共生する緑生都市の実現に向けて取り 組

みを進めていきます。これら の取り 組みについては、以下の目標および指標によって進捗を管

理していきます。

（ 1） 目標の設定

① みどり の量の確保と質の向上を目指します

• 市街地では安全・ 安心で快適な緑を継続的に確保し 、今後も量を維持するとともに、質の向上

を目指します。里地里山・ 森林の民有地では、健全な緑が持続できるよう 管理を サポート しま

す。

（ 2） 具体的な目標

【 継続指標】緑被率の維持

⇒潤いのある市街地を形成するため、市街化区域の緑被率30％以上を確保します。

【 継続指標】身近な緑に満足と感じる市民割合の増加

⇒「 満足」、「 どちらかといえば満足」と回答する市民の割合（ 2023年時点69 .8％）を高めます。

【 新規指標】民有地の健全な緑の維持

⇒里山や森林を健全に保全・ 育成するための助成等を受けて整備している箇所数を、2024年時点

   の30箇所以上にします。

 
【 新規指標】民間事業者等が取り 組む緑化の推進

⇒「 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例」による、壁面や屋上、敷地等の緑化に

   ついて、年間取り 組み件数を維持し 、まちの緑化を推進します。

   （ 2020年から2024年までの平均件数｜80件/年）
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② みどり の認知度を高めます

• みどり に関する取り 組みを発信・ 拡散することで、みどり の認知度を高めます。

③ みどりを育む機運を醸成します

•「 緑に関する活動に参加している市民の割合※１」の結果より 、現在活動をしていないも のの、

「 機会があれば参加したい」と回答した人は約40% に上り 、緑に関する活動に高い関心がある

ことがわかりました。

• こ のことから 、神戸のみどり に触れる機会を増やすことで、みどり に関わる人を広げ、みどり を

育む機運を醸成します。

【 新規指標】神戸市等が運営するSNSのフォロワー数の増加

⇒神戸市や神戸市公園緑化協会等が管理するSNS（ インスタグラム等）で、みどり に関する取り 組み

を発信・ 拡散し 、フォロワーを増やすことで、利用者による情報発信につなげていきます。

（ 対象とするインスタグラムと2025年10月時点のフォロワー数）

Living Nature Kobe、神戸総合運動公園、森林植物園

須磨離宮公園、あいな里山公園　 　 計31,758人

【 新規指標】里地里山・ 森林、公園・ 緑地での市民との協働

⇒イベント 件数や、みどりに関するボランティア数を現状以上にすることで、市民の関わりを増やします。

（ 2024年時点の公園における行為許可件数）

行為許可件数　 1,344件

（ 2024年時点の里地里山・ 森林、公園・ 緑地におけるボランティア団体数）

まちの美緑花ボランティ ア 　 　         691団体

公園清掃ボランティア＊　  　  　           59団体

登山道等の森守ボランティア＊　          19団体

インスタ グラム（ Living  N a tu re K obe）

まちの美緑花ボランティ アの活動

※１  各市民の割合｜ネット モニタ ーアンケート 調査による数値
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2．みどりへのかかわり 方

• 本計画の目標を達成していく ため、行政が実施する施策と 並行して、市民のみどり へのかかわ

りも広げていく 必要があります。       　                  　                                                               

そのため、「 知る」、「 触れる」、「 深める」という 3つのステッ プ で取り 組むことで、みどり に対する

市民の関わりを広げていきます。

• みどりを「 知る」ことから 始め、「 触れる」ことで参画し 、活動することでみどり への関心を「 深め

る」、そして情報の発信者となり 、他の誰かの「 知る」を生む。こうした取り 組みが連鎖し 、より 大

きな広がり が生まれていくことを目指します。

• 神戸市は、これら のステッ プ が円滑に進められるよう 、様々な施策を展開し 、みどり に関わる人

をサポート していきます。

• こう いった取り 組みにより 、誰もがみどり にかかわれる機会を幅広く 創出します。

図 ４ .１ 　 ３ つのステッ プ の概要図

発信・ 拡散

イベント の情報を

SNSで発信する

知る

知る
認知・ 関心

公園のイベント

情報を調べてみる

知る

参画

公園のイベント に

参加してみる

触れる

継続

イベント を

企画してみる

深める
触れる深める
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知る 触れる深める

・ 近く の公園を探す

・ イベント 情報を得る

・ 神戸で地元の

  ブランド 野菜を知る      など

個人ができること

「 緑に興味をもち、

知識を得る」

「 緑に関連する場所に行って

みる／緑に触れてみる」

サ ポ ート

「 緑に関わり 続ける／

広める」

地域団体が

できること

企業ができること

・ 公園の手入れ方法を知る

・ 公園でのイベント に

  必要な手続きを知る    など

・ 植物のオフィス環境への

  効果を知る

・ 社内で環境教育を実施する

・ 会社の緑化活動を発信する

　 　 　 　 　 　 　             など

・ オフィスに観葉植物を置く

・ 地域の美化活動へ参加する

・ 緑化活動を実践する    など

・ 会社の建物で屋上緑化、

  壁面緑化を実施する

・ 美化活動の成果を発表する

・ 緑化に対する寄付をする

　 　 　 　 　 　 　         など

・ 公園の管理をみんなで

  やってみる

・ 地域の公園で

  イベント をする      など

・ 公園の管理団体を

  立ち上げる

・ 他の管理団体と交流する

　 　 　 　 　 　 　         など

・ 公園に遊びに行く

・ イベント に参加する

・ 神戸で採れた

  農作物を食べる      など

・ 公園の管理に参加する

・ イベント の企画をする

・ 里山の貸農園で

  週末農業をする      など

継続し ていく

「 みどり の認知度を

高める」

「 みどりを育む

機運を醸成する」

「 みどり に関わり

続けられる仕組みを

提供する」

行政がやること

図 ４ .2　 ３ つのステッ プ の進め方のイメ ージ図
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第６ 章  計 画 の 見 直し と 改 善

• 本計画は、目標年次を2050年とし 、基本理念やみどり の将来像、それに向けた施策の展開な

どを示すものです。

• し かし 、みどりを 取り 巻く 社会経済情勢は今後も変化するも のと 予想さ れます。　 　 　 　 　 　

そこで、施策の実施状況の評価や、社会経済情勢の変化等を総合的に勘案しながら 、10年を

目処に、計画の見直しを図ります。

• 計画の見直し は、Plan（ 計画・ 見直し ）、Do（ 実行）、Check（ 検証・ 評価）、Action（ 改善・ 反映）

のPDCAサイクルに基づいて、市民の意見を反映し 、各種の新たなデジタルツールも活用しな

がら継続的に改善します。また、関連する他分野とも連携しながら、必要に応じて計画に反映し

ていきます。

• なお、今後も 様々な見地から 幅広く 意見聴取を 行うとともに、広報や情報の発信・ 共有にも 積

極的に取り 組みます。

Action
（ 改善・ 反映）

Plan
（ 計画・ 見直し ）

Do
（ 実行）

Check
（ 検証・ 評価）

市 民 協 働

教 育福 祉

健 康

観 光

ス ポ ーツ

な ど

デジタ ルツ ールの活用

他 分 野

連携
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参 考 資 料  用 語 解 説

（ あ行）

インクルーシブ 遊具

障がいの有無、年齢、性別、国籍などに関わら ず、誰もが一緒に安全に楽し めるよう に設計さ れ

た遊具。

一時避難地

地震や火災などの災害発生時に、身の安全を確保するために一時的に避難する場所。

W el l-Being

個人においては、一人ひとり が心身ともに満たさ れた状態であること 、社会においては、経済や

環境などの様 な々要素が豊かになることを表す指標。

ウォーターフ ロント

海や川、湖などの水辺に接する土地の意味であるが、近年では、新たな開発区域として港湾部

や臨海部の都市空間を指して使用される。

オープンスペース

公園や広場、河川、湖沼、山林、農地等の建築物によって覆われていない土地の総称。都市内で

は、建築物の敷地内に確保さ れた開放性の高い、まとまった広さ の空地や空間で、一般市民が

自由に通行又は利用できる場所をいう 。

（ か行）

カーボンクレジット

二酸化炭素などの温室効果ガスの削減量や吸収量を、第三者機関の認証を 経て数値化し 、売

買を可能にする仕組み。削減しきれない温室効果ガスの排出量を、他者の削減量や吸収量を購

入することで、実質的なカーボンニュート ラルの達成が可能になる。

カーボンニュート ラ ル

温室効果ガスの「 排出量」と「 吸収量」を差し引きゼロにすること。

街路樹再整備方針

街路樹がより 健全に生育できる環境や安全で居心地の良い歩行空間を 整備し 、緑豊かな街路

景観形成を目指して策定した、街路樹に関する基本的な考え方を示す方針。

グリーンインフラ

自然環境が持つ多様な機能を活用して、社会の課題を解決するための持続可能な社会資本整

備の考え方。
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グリーント ランスフォーメ ーショ ン（ GX）

化石燃料中心の社会・ 産業構造を、再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギー中心へ転換

し 、脱炭素社会の実現と経済成長を両立さ せる取り 組み。

公園ミ ーティング

神戸市内各区で活動する地域コ ーディ ネーターが協力して、公園を 地域の交流拠点として活か

すためのイベント 。

公園清掃ボランティ ア

まちの美化と 健全な地域コミ ュニティ の育成を目的に、身近な公共空間である公園・ 緑地の日常

的な清掃等をするために結成されたボランティアグループ。

高温常態化

気候変動やヒート アイランド 現象により 、3 5度以上の猛暑日が続く 異常な暑さ が「 普通」になる

状況。

こう べ木陰プロジェクト

神戸市が猛暑対策として、六甲山の木を都心部に移植し たり 、既存の街路樹の土壌改良を行っ

たり することで、街中に木陰を増やしていく プロジェクト 。

こう べ森の学校

再度公園と 周辺の市有林で森の整備活動をするボランティ アグループ。

（ さ 行）

市街化区域

既に市街地を形成している区域及びおおむね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を 図る

べき区域。

市街化調整区域

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防ぎ、自然環境や農地を保全するために定められた区域。

市民公園制度

市民公園条例で定められた制度。地元住民団体等が設置者及び管理者となり 、神社仏閣の境内

地や遊休地等を公園的に利用する場合に認定する。行政は遊具等の設置や管理活動に対する

支援などを行う 。

市民農園

レクリ エーショ ンや生きがいづくり 、体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を 利用して野

菜や花を育てるための農園のこと。
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市民の木・ 市民の森制度

神戸市が市民の協力のもと 、市内に残る歴史的な古木や豊かな森を「 市民の木」「 市民の森」と

して指定し 、次世代に引き継ぐための貴重な財産として保護・ 保全する制度。

市民緑地認定制度

緑地やオープンスペースが不足している地域において、企業や個人が所有する土地や空き地等

を有効活用し 、地域住民の活動の場となる公的な機能を有する緑地空間（ オープンスペース）を

創出する制度。

住区基幹公園

徒歩圏内に居住する人々の日常的な利用を目的とし た都市公園の分類の1つ。住区を計画単位

としたもので、住区基幹公園には、街区公園・ 近隣公園・ 地区公園がある。

植栽帯

樹木、草花等を植えるための土壌基盤・ 花壇等（ プランター等を除く ）のこと。

水源かん養

水源を保ち、河川の流量を調節などの森林の機能の一つ。雨水を 土壌等に蓄えるため、水資源

の確保や水害防止に役立つ。

戦災復興土地区画整理

第二次世界大戦の神戸大空襲で被害を受けた市街地の再建を目的とし 、灘区や東灘区などで

行われた事業。

その他総合公園等

都市住民全般の利用を目的とし た都市基幹公園や、市町村の区域を 超える広域なレクリ エー

ショ ン需要を充足さ せる大規模公園、都市の自然環境の向上等を目的とする都市緑地など。

（ た行）

治山砂防事業

森林の維持管理と砂防えん堤等の整備により 、土砂災害から人命・ 財産を守るための事業。

デジタルト ランスフォーメーショ ン（ DX）

デジタル技術を活用してビジネスや社会のあり方を根本的に変革する取り組み。

特別緑地保全地区

都市緑地法に規定されている地区で、都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行

為など一定の行為の制限などにより 現状凍結的に保全する地区。
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都市緑地法

都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と 相まって、良好な都市

環境の形成を図ることに関する法律。

（ な行）

ネイチャーポジティ ブ

生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せること。

（ は行）

人と自然と の共生ゾーン

良好な営農環境、生活環境及び自然環境の整備、保全及び活用を行うとともに、農業の振興、農

村の活性化、農村を魅力あるものにすること及び農村における市民相互のふれあいを進めるべ

き区域。「 人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」に基づき指定。

プレーパーク

従来の公園にあるブランコ 、スベリ 台、鉄棒などの遊具がある遊び場と は違い、子どもたちが創

意工夫して、自分の責任で自由な遊びを作り出すこと のできる遊び場。

保水性舗装

舗装体内に水分を保水し 、その水分が蒸発する際の気化熱によって路面温度の上昇を抑える

舗装。

（ ま行）

まちなか活用空地

地震や火災が起きやすい密集市街地にある空き 家や空き 地を、平時には地域交流の場やポ

ケット パークとして活用し 、災害時には防災活動の拠点として使用するために整備さ れた土地の

こと。

まちの美緑花ボランティ ア（ 制度）

公園などの身近な公共空間を 愛着もって管理することにより 、まちの美化と 地域コミ ュニティ の

形成を促進することを目的に、地域住民等によって結成されたボランティ ア団体、及び団体に対

する神戸市の助成制度。
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みどり の聖域

「 緑地の保全・ 育成及び市民利用に関する条例」に基づき、市街化調整区域内の緑地を守るために

指定した区域( 約15,200ha) 。重要度に応じて「 緑地の保存区域」、「 緑地の保全区域」、「 緑地の育

成区域」を指定。

森守ボランティア

荒廃し本来の機能を発揮しにくく なっている森林を、健全な森林に回復さ せ、維持しようと活動をし

ている市民団体。

（ ら行）

Living Nature Kobe

サステナビリ ティ の視点を取り 入れたまちづくりを進めるため、2021年に策定したみどりと 花の

ブランド 戦略。

緑陰効果

街路樹や公園樹などの緑陰が日差しを遮ることで、地表面の温度を低く 抑える効果。

緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例

市街化調整区域内の緑地について、重要度評価に基づき「 緑地の保存区域」「 緑地の保全区域」

「 緑地の育成区域」を指定し 、区域内での土地の造成や木の伐採などについて一定の制限を行

う 。なお土地所有者に対しては、緑地の維持管理や市民利用に対する助成制度もある。

緑被率

ある区域に対して、樹木や草地、田畑などの緑で覆われた土地が占める面積の割合。

六甲山系グリーンベルト 整備事業

市街地に隣接する山麓斜面などに樹林帯（ グリーンベルト ）を形成し 、土砂災害を防ぎながら、無

秩序な市街地拡大を防止し、都市環境や景観を保全する事業。
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第 1 章  はじ め に

03

第 1 章  はじ め に

１．はじ めに

• 神戸市では、都市緑地法*第４条に基づき、緑地の保全や緑化の推進、都市公園の整備などに

関し て、基本理念やみどり の将来像、施策、目標などを 示す「 神戸市みどり の基本計画」を

改定しまし た。

• 本計画は、「 基本理念」や「 将来像」等を 示し た「 本編」と 、詳細な「 施策」等を 示し た「 施策編」

の２部構成としており 、この施策編では本編で示した施策の具体的な内容を記載しています。

• これら の施策を実施し 、本計画で示し た理念である「 緑と 共に生き続ける都市＝緑生都市」の

実現に向けて取り 組みを進めていきます。

２．施策編の構成

• 本編では、下記の３つの観点から施策の具体例を示しています。

　 ● 里地里山・ 森林の保全・ 育成・ 活用に取り 組みます

　 ● まちの緑や公園・ 街路樹を有効に活用します

　 ● 多様な主体とともにみどりを支えます

• 施策編では、この３つの観点から 整理し た施策について、神戸市が実施していく より 具体的な

内容について第２ 章に記載します。

• また、第３章以降については、重点的な緑化を行う 地区や緑地の保全を配慮する地区のほか、

本編・ 施策編を補足する資料編や用語解説を記載します。
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第２ 章  施 策 の 展 開

第 2 章  施 策 の 展 開

北区の田園風景 六甲山から の眺望

六甲山での登山風景 紅葉の様子（ 森林植物園）

１．里地里山・ 森林の保全・ 育成・ 活用の取り 組み

神戸の郊外部には、農業等の営みによって持続する里地里山や、植林によって再生し た六甲山

を はじ めと する森林エリ アが広がり 、緑と 共に生きてきた人々の努力によって築き上げられた、

緑豊かな自然環境が広がっています。

これらの緑は、人々の生活に豊かな恵みをもたらし 、自然災害から 暮らしを守るなど、神戸のまち

の基盤となっています。

しかし 、社会経済情勢が変化し 、緑に求められる効果の重要性が増している中、農村地域の人口

減少や高齢化、生活様式の変化により 、農業等の営みの継続が難しく なってきていること や、

里地里山・ 森林の管理の担い手が不足し 荒廃が進んでいることなど、様々な課題が顕在化して

います。

これらを踏まえ、「 森の未来都市神戸*」の実現に向けて、郊外部に広がる里地里山や、六甲山系

や帝釈・ 丹生山系などの森林を保全・ 育成・ 活用し 、市民のくらし や自然環境、美し い景観を維持

していきます。
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図 ２ .１ 　 みどり の聖域（ 2025年）

施策1-1　 緑の法令・ 条例に基づく 保全・ 育成

神戸市では、六甲山系や帝釈・ 丹生山系などの緑の基盤と なる森林や緑地を、「 緑地の保全、

育成及び市民利用に関する条例＊」に基づき 、一定の行為の制限や適正な維持管理を 行い、

適宜、区域の追加や見直しを 行いながら 、「 みどり の聖域＊」として将来にわたって適切に保全・

育成していきます。

● 緑の条例に基づく 森林の保全・ 育成

• 緑地の保存・ 保全・ 育成区域内で は、緑地に影響を 及ぼす行為について、条例に基づいた

指導や一定の行為制限を 行います。また、緑地の育成や市民利用を 推進するため、植林や

ベンチなど市民が利用できる施設整備に支援を 行います。

● 「 みどり の聖域」の指定区域見直し

• 新たに市街化調整区域＊になっ た区域では、必要に応じ て指定区域の拡大を 図るとともに、

既存区域についても 実態に合わせて再評価を行い、区域を 見直します。

● 特別緑地保全地区*の指定

• 特に重要な森林や緑地については、都市計画において「 特別緑地保全地区」を 定め、建築物

の新築や木竹の伐採などの行為を 許可制と すること により 、その良好な自然環境を 保全し 、

適切な管理に努めます。

● 自然公園法*による利用増進と保護

• 瀬戸内海国立公園六甲地域においては、国と 連携し ながら 国立公園の利用増進を図るととも

に、自然公園法による木竹の伐採や建築物の新築などの規制により 、自然環境を保護します。

緑地の保存区域

みどり の聖域緑地の保全区域

緑地の育成区域

市街化区域

市域区界

0 2 4 6 8km

N
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施策1-2　 適切な森林の管理

六甲山は約120年前の1902年から 水源かん養*と 砂防を目的とし た植林事業を 始め、これまで

に1,0 00万本以上の苗木が植林さ れました。今では一見豊かな山に見えますが、時間の経過と

ともに、森の手入れが十分に行き届かない場所で森林の荒廃が進んでいます。

こ のこと から 、六甲山を はじ めと する 森林を 健全な 状態で 次世代にも 引き 継いで いく ため、

「 神戸里山再生戦略*」（ 20 25年）や「 こう べ森林整備戦略*」（ 2 02 6年）等に基づいて、適切な

森林の管理を実施します。

● 適切な公有林・ 民有林の管理と支援の推進

• 神戸市の市有林は、伐採による樹林の更新など、適切な森林の管理を 行います。

• 国や兵庫県が持つ公有林では、各所有者が進める整備情報の共有など、連携を 図ります。

• 個人や地域団体、企業等が持つ民有林では、森林環境譲与税*を活用した里山整備支援事業*

や市民の森と いった市の助成制度、兵庫県の県民緑税*の活用など、所有者が行う 森林整備

を 支援します。

• ナラ 枯れや松枯れなどの病害虫の予防と 被害木の迅速な処理に取り 組みます。

• ニセアカ シアやオオバヤシャブシなどの外来種を 適切に伐採し 、コ ナラ やアベマキなど、従

来から自生していた在来種への転換を図っていきます。

• 落葉広葉樹を 主体とし た明るい森を目指し 、適切な森林整備を 推進すること で、防災・ 減災

機能が発揮さ れるとともに、観光・ 登山の基盤、神戸らし い都市景観、豊かな生物多様性の

保全などを 図ります。

• 20 50年までのカーボンニュート ラル＊の実現に向け、カーボンクレジット *制度の活用により 、

温室効果ガスを 吸収する里地里山や森林の価値を 高めます。

● 森林のある都市公園の管理の推進

• 森林植物園や再度公園、布引公園、郊外部にある緑地など、森林のある都市公園において、

樹林整備などの適切な管理を行うとともに、自然体験学習などの場としても活用します。

六甲山の山並み 市民と の里山保全活動（ キーナの森）
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図 ２ .２ 　 特別緑地保全地区（ 2025年）

施策1-3　 災害に強い森づくり の推進

国や兵庫県と 連携して進めてきた、治山砂防事業＊や六甲山系グリ ーンベルト 整備事業＊に引

き続き取り 組み、土砂災害に対する安全性を 高め、災害に強い森づくり を推進していきます。

また、住宅地や道路、鉄道などの重要な施設に近接する緑地については、都市計画において

特別緑地保全地区を 定め、良好な自然環境を 保全するととも に、森林や緑地がも つ 機能を

維持増進する観点から 、計画的な樹木の更新により 適切に管理します。

● 市街地に面する斜面の対策

• 土砂災害の発生を 防止し 、災害の拡大を 防止することを目的に、国や兵庫県とともに急傾斜

地崩壊対策や防災意識の啓発など、治山砂防事業に取り 組んでいきます。

• 六甲山系南麓部の市街地に面し た斜面については、都市計画において「 防砂の施設*」を 定

め、国や兵庫県により 公有地化を 図るとともに、砂防工事や森林整備を 行う「 六甲山系グリー

ンベルト 整備事業」を 推進します。

● 災害に強い森づくり の推進

• 災害に強く 、森林が災害の原因とならないという 観点から 、様 な々高さ の樹木や下草がバラン

スよく 生え、樹齢や樹種が多様な森林を目指して適切に管理し 、土壌の安定化を図ります。

• 住宅地や道路、鉄道などの重要な 施設に近接する特別緑地保全地区においては、適切な

保全を 行うととも に、計画的な樹木の更新に取り 組み、緑地の機能維持増進を 図ります。

特別緑地保全地区

凡例

市域区界
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施策1-4　 森林レクリ エーショ ン環境の充実

神戸は近代登山発祥の地であり 、神戸の山々は「 毎日登山」に代表されるレクリ エーショ ンの場と

して、市民に日常的に親しまれてきました。

安全で快適な森林レクリ エーショ ン環境を充実さ せるため、登山道等の適切な維持補修や道標、

案内板の設置による安全確保、眺望の向上を図り 、神戸の登山文化の魅力を広く 発信します。

森林レクリ エーショ ン の中核となる大規模公園については、個々の魅力を 磨くとともに、相互に

連携を図り 、ネット ワークを強化することで、魅力を高めます。

● 安全で快適な登山道等の整備

• 登山道の維持補修や道標、案内板の設置により 、安全で 快適な 登山道等にするととも に、

毎日登山者や登山道等の森守ボランティ ア*等の協力を 得ながら 美化に取り 組みます。

● 眺望の向上

• 観光施設や登山道、各種ド ライブウェイ沿いの展望台などにおいて、眺望を 阻害する樹木の

剪定や伐採を 実施すること で眺望の向上を 図ります。

● 六甲山の登山文化の魅力発信

• 市内外や訪日外国人旅行者等の来訪者が、神戸の登山を気軽に楽し めるよう 、わかり やすい

案内図や多言語による表記に努めるほか、新神戸駅構内のト レイルステーショ ン 神戸や諏訪

山公園内の旧花と 緑のまち推進センターを 活用し た「 すわやまガーデン 」など、登山支援拠点

の整備に努めるととも に、神戸の登山文化の魅力や「 神戸登山プロジェクト *」の取り 組みを

広く 発信します。

• 国の名勝に指定さ れた再度山にある「 永久植生保存地*」や「 再度公園」、同公園内の「 神戸

外国人墓地」においては、六甲山の植林の歴史や神戸の居留外国人と の関係など、神戸が

持つ歴史文化を 発信していきます。

● 大規模公園の魅力向上

• 六甲山系に位置する大規模公園である森林植物園や再度公園、布引公園等においては、「 ここ

にしかない風景」や「 体験」を磨き、相互に連携を図り 、ネット ワークを強化することで、六甲山の

自然を気軽に体験できるなど、魅力を高めます。

• 多様な主体の協力のもと 、森林植物園等で地形を 活かし たマウンテンバイク のコ ースを 整備

し 、神戸の山や森林に親し むレクリ エーショ ン の魅力を高めます。

道標・ 案内板の設置 ト レイルステーショ ン神戸
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施策1-5　 循環型の里地里山・ 森林の再生

里地里山・ 森林は、人々が農業を 営む中で田畑、水路やため池等を 管理し 、樹木を 燃料として

利用するなど、持続可能な形で利用さ れ、維持さ れてきた自然環境です。

し かし 、近年、農村地域の人口減少や高齢化、生活様式の変化により 、耕作放棄地や手入れ

が行き 届かな い森林の増加、竹林の拡大、外来生物の侵入など、様々な 課題が顕在化し て

います。

里地里山・ 森林の再生に向けては、「 神戸里山再生戦略」や「 こう べ森林整備戦略」に基づ

き 、伐採材を 活用する資源循環を 伴いながら 適切に管理していく こと で、農地や森林が持つ

多様な 機能を 発揮さ せていく ととも に、人材の確保や地域が取り 組む活動を 支援するなど、

持続可能な里地里山・ 森林の形成に取り 組みます。

● 里地里山・ 森林の再生

• 「 神戸里山再生戦略」に基づき、都市からは人的資源や資金等が、里山からは木材や農産物、

学びの機会等が循環する双方向の関係をつくり 、こ の循環を 持続可能にしていきます。

• 里地里山・ 森林や竹林の管理においては、「 神戸里山再生戦略」や「 こう べ森林整備戦略」

に基づき 、適切に伐採・ 更新し 、伐採材の循環的な利用によって、健全な里地里山・ 森林を

維持します。

• 里地里山の再生を担う 人材確保に向けて、「 神戸ネクスト ファーマー制度*」による農業の担い

手づくり や、「 農村定住促進コーディ ネーター*」による里山暮らし の推進などに取り 組み、多様

な主体が関われる環境づくりを行います。

•「 こう べ森の学校*」などの市民参加の森づくり や「 企業の森づくり *」など、市民や団体、企業等

が行う 活動と連携します。

● 里地里山・ 森林の管理活動への支援

• 放置竹林や荒廃による環境悪化を 防ぐため、里地里山や森林の管理あたっては、補助金に

よる活動支援などの取り 組みを 行います。

● 多様な機能の保全

• 里地里山・ 森林を 健全な 状態で 維持・ 管理すること で 、農地や森林が持つ水源かん養の

機能や、多様な 生物の生息環境の維持と いっ た、多様な 機能を 保全し ます。

● 樹木の病害虫や外来生物、有害鳥獣の防除、拡大抑制

• カシノ ナガキクイムシ、クビアカ ツ ヤカミ キリ 、マツノ ザイセンチュウなど樹木に影響を 与える

昆虫や線虫等を 防除し 、拡大の抑制に努めます。

• 従来の生態系や農業、生活環境にも 影響を 与える恐れのあるアライグマ等の外来生物や、

ニホンジカ 、イノ シシ等の有害鳥獣への対策を 行います。
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田園地域におけるコミ ュニティ 拠点の整備

（ 押部谷町公園）

里山の手入れ

（ 多井畑西地区）

施策1-6　 都市農村交流の環境づくり

西北神地域で は、里地里山を 中心に「 人と自然と の共生ゾーン *の指定等に関する 条例」に

基づき 、人と自然と の共生ゾーンを 指定し 、地域住民の参画と 協働による里づく り や農業の

振興、秩序ある土地利用、農村景観の保全などが進めら れています。

こ れらを 基に、都市農村交流の活性化を 図り 、持続的な緑の保全・ 活用につなげていきます。

● 田園地域におけるコミュニティ 拠点の整備促進

• 田園地域のコミ ュ ニティ 形成や活性化に資する 、地域住民の交流やス ポーツ、レクリ エー

ショ ン の拠点となる公園の整備を、地域と の協働により引き続き進めます。

● 緑豊かな里づくり の推進

• 田園環境や農村文化、社寺林などの地域の歴史資源について、その地域の特性に応じた地域

主体による適切な保全と活用を進めます。

● 里地里山の保全活用に向けた環境整備

• 里地里山での生物多様性保全活動を 持続的に推進するため、多く の人が活動に参加し やす

い環境づくりを進めます。

•「 自然共生サイト *」に認定さ れた里地里山に整備し た「 KO BE里山自然共生センタ ー」を 、

現地で の管理・ 保全などの活動や、来訪者の見学・ 体験イベント の拠点として活用します。

● 里山や遊休農地を活用したイベント の開催や交流の促進

• 北区や西区の里づくりを実施する地区や、須磨区多井畑西地区など、里山の手入れや耕作放棄

地を活用し、体験プログラムや農業体験などのイベント を通じて、里地里山への関心や保全への

意識を高め、市民と農業を営む地域住民、NPO、企業、専門家等との交流を促進します。
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再整備後の東遊園地 こう べ木陰プロジェクト *

2．まちの緑や公園・ 街路樹を有効に活用する取り 組み

神戸には、新たなまち づく り が行われたニュ ータ ウン を 含む郊外部や、三宮を 中心と する

都心、既成市街地、ウォータ ーフ ロント *など、まち の成り 立ちが異なる 様々な 地域が存在し

ています。

郊外 部で は、住宅地と と も に 計画 的に 配置さ れた 公園・ 緑地 や 街路樹 、住宅 敷地 内 の

豊かな 緑が、既成市街地で は、古く から 市街地の形成に合わせ、市民の生活ととも に育ま

れてき た 緑が、ウォータ ーフ ロ ント で は、新たな にぎ わい の創出に伴っ て 生み出さ れた 緑

があるなど、各エリ ア で 特徴のある 緑の空間が存在し ます。

また 、都市にお ける 緑やオープ ン スペース *は、緊急時の避難場所や雨 水の浸透による

水害被害の軽減、土砂災害の防止や抑制などの防災・ 減災の機能のほか、気温の上昇

を 緩和する 効果や温室効果ガス の吸収源など、様々な 効果を 発揮し ます。

し かし 、近年、管 理が 不足すること による 公園・ 緑地 の樹 林の荒 廃や 魅力の低下 、気候

変 動による自然災害の激甚化、公園施設の老朽化や樹木の大木化・ 老木化など、様々な

課題が顕在化し ています。

こ れら を 踏まえ 、それぞれの地域に合致し た 緑の空間づく り に取り 組み、公園や街路樹を

有効に活用し ていく こと で、安全・ 安心で 快適なまちづく り を目指し ていきます。

また 、まち のにぎ わいの中心と なり 、神戸の顔と なる 都心部で は、都心・ 三宮再整備の取り

組みととも に更なる 緑化を 進め、ウォータ ーフ ロント にお いては、貴重な自然環境や歴史・

文化を 保全し ながら 、新たなにぎ わいや緑の創出に取り 組みを 進めます。
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１）ニュータウンを含む郊外部の緑の空間づくり

施策2-1-1　 メリ ハリをつけた緑の管理

ニュータ ウン を 含む郊外部で は、周辺に広がる 六甲山系等の自然環境に近接し 、計画的に

配置さ れた公園・ 緑地や街路樹等により 、緑豊かな 環境が形成さ れています。

こ れまで は、画一的に公園・ 緑地や街路樹を 整備してきまし たが、整備から 年数が経ち、また

人口減少などの社会経済情勢が変化する中で、大木化・ 老木化や周辺の緑と の重複、安全

や景観上の問題が生じ ている 街路樹、利用頻度が少な い公園・ 緑地など、課題が顕在化し

ています。

こ れら の緑豊かな 地域で は、地域の歴史・ 文化の象徴である社寺林等を 適切に保全すると

と も に、車の往来や歩行者が多い 幹線道路、多く の人が集まる 公園・ 緑地等で 、引き 続き

適切に緑の管理を 進めていく 一方、効果の低い街路樹や公園樹、公園施設については適正

化を 図るなど、メリ ハリ を つけた緑の管理を 行います。

● メリ ハリ のある緑の管理の推進

• 市民の木・ 市民の森制度*の活用などにより 、地域の歴史・ 文化の象徴と なる 社寺林等を

適切に保全します。

• 大木化・ 老木化し ている 街路樹については、安全点検を 行っ た上で 適切に伐採や更新を

行います。また 、周辺の緑と の重複や過密化、交通の支障、生育不良など、安全や景観上

の問題が生じ て いる 街路樹などにつ いて は伐採を 行う など、歴史性や緑の機能などに

留意し な がら 、適正化を 図り ます。

• 利用頻度が低下し た公園・ 緑地については、施設の縮小や周辺ニーズに合っ た公園施設に

見直すなど、適正化を進めるとともに、公園内のスペースを区切って活用する「 オープンレンタ

ルスペース*」の実証実験や、市民農園*として利用する「 こう べ菜園プロジェクト *」の取り 組み

など、新たな活用方法を検討します。

オープンレンタ ルスペース

（ つく し が丘公園）

こう べ菜園プロジェクト

（ 生田町公園）
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図 ２.３ 　 水と 緑のネット ワーク 図

2）既成市街地と 都心部における魅力的な緑の空間づくり

施策2-2-1　 水と緑のネット ワークづくり

神 戸に は、六甲山系を はじ めと する 森 林や 郊 外 部に 広がる 里 地 里山、市 街 地 の 公 園・

緑地、ウォータ ーフ ロント など、拠点と なる 緑と 、山と 海を つなぐ 河川緑地軸やまちを つなぐ

街路緑地軸等があり 、ネット ワーク を 形成し ています。

こ れら の拠点と なる 緑や、河川沿い の公園・ 緑地、街路樹等を 適切に保全・ 育成すること

で、快適な 都市環境を 保全し 、潤いが感じら れる景観を 生む水と 緑のネット ワーク を 形成し

ます。

● 水と緑のネット ワークの強化

• 里地里山や森林、公園・ 緑地、ウォータ ーフ ロント などの拠点と なる空間と 、それらを つなぐ

河川沿いの公園・ 緑地で 形成さ れる 河川緑地軸や、街路樹等による街路緑地軸を 適切に

保全・ 育成すること で、水と 緑のネット ワークを 形成し 、強化します。

• 六甲山南麓の主要６ 河川（ 住吉川、石屋川、都賀川、生田川、新湊川、妙法寺川）及び河川沿

いの公園と 街路樹による水と 緑のネット ワーク の形成により 、風の道*を 確保します。

• 都市公園に加え、神社仏閣の緑や市民公園*、民有地の公開空地等、様々なオープンスペース

も 含め、ネット ワークを補完し 、快適に歩けるまちづくり を推進していきます。

骨格と なる 緑

良好な自然景観を

形成し ている

住宅地の緑

河川緑地軸

公園

広場

街路樹

海浜の緑

ニュータ ウン

農地

神社仏閣の緑
民有地の緑
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施策2-2-2　 既成市街地の緑の保全・ 育成と緑化推進

既成市街地には、まとまっ た緑が少ないも のの、市民の生活ととも に育まれてきた公園・ 緑地

や街路樹、歴史や文化にゆかり のある大木、社寺林、ウォーターフ ロント など、多様な緑があり

ます。

こ れら 既存の緑については、適切に保全・ 育成していく ととも に、高温常態化*対策に資する

質の高い緑の空間づくり を 進め、「 森の未来都市神戸」の実現に向けて緑化を 推進します。

● 緑の多様な機能の活用

• 災害時の家屋の倒壊防止による道路の安全確保や、景観を 向上さ せる機能、土壌に雨水を

浸透さ せること で 雨水流出を 抑制する雨庭*等のグリ ーンインフラ *としての機能など、緑の

多様な機能を 活用し た整備を推進します。

● 緑の保全・ 育成と緑化推進

• 六甲山南麓の既成市街地では、六甲山から 離れるほど緑被率*が少なく なることから 、緑被率

の少ない都心部や南側（ 海側）の地域において、緑化を 進めます。

• 高温常態化対策に有効なまちの緑を増やすため、土壌改良による樹木の生長促進や、新たな

樹木の植栽、樹冠の拡大など、まちの木陰を増やす「 こう べ木陰プロジェクト 」を推進します。

• 保水性舗装*や竹チッ プ 舗装*、土系舗装と いっ た熱がこもり にく い舗装なども 活用し 、人に

とって心地の良い空間になることに加え、土壌の保水力が高まり 、樹木の根の伸長にも優し い

快適な環境を創出します。

• 地域の歴史的・ 文化的な資産となる大木や社寺林等を保全するため、市民の木・ 市民の森制度

を活用し、維持管理等の助成を行います。

• 歩行者空間の緑陰に寄与している樹木の周知を 行い、樹木の価値向上に努めます。

• 都市計画法に定めら れる地域地区の一つである風致地区*内で は、「 風致地区内における

建築等の規制に関する条例」に基づき、自然環境の保全と 開発の調和を 図り ながら 、地区内

に残る緑や住宅地の緑を保全し 、地区内の景観を維持します。

• 市民公園制度*や市民緑地認定制度*、まちなか活用空地*制度等により 、民有地を 活用し た

オープンスペースを創出するとともに、空き地についても、兵庫県の「 県民まちなみ緑化事業」

を活用するなど、緑化を推進します。

• 住宅の庭木や、市民花壇制度*による飾花、駅前などの人が多く 集まる場所で のスポン サー

花壇など、個人や地域団体、企業等が管理する緑を 活かし 、市民の花であるアジサイや各区

の花なども 活用しながら 、特徴のある美し い景観を形成します。

• 壁面緑化や屋上緑化を 効果的に整備・ 誘導し 、多様な主体とも 連携し ながら 、緑豊かなまち

なみ景観の形成を目指します。

• 気候変動対策やW el l -Bein g *の向上等に資する、民間事業者等による良質な緑地確保の

取り 組みに対し 、緑地の質・ 量の観点から 国が評価・ 認定する「 優良緑地確保計画認定制度

（ TSUNAG）」の活用を促し 、民間事業者等と 連携した緑化を推進します。
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スポンサー花壇（ フラワーロード ） Living  N atu re Kobe（ 東遊園地）

施策2-2-3　 神戸の顔となる都心部の魅力向上

三宮周辺地区は、市民を はじ め来街者を 迎える 神戸の顔と なる中心部とし て、新たなまち

づく り が進めら れています。

都心部においては、市民を はじ め企業等とも 連携し ながら 、神戸の中心に相応し い魅力的で

高質な緑化を 進めます。

● 都心部の緑の高質化

• 来街者の多い都心三宮などを中心に、魅力と 活気あふれるまちにしていく ため、市民や事業

者と 協働し ながら 、回遊性を 高めるための緑陰空間の形成等の緑化に取り 組みます。

• 東遊園地や磯上公園、神戸震災復興記念公園（ みなと のもり 公園）など、都心部の公園を

連携さ せな がら 、市民や事業者と の協働によるイ ベント 等の開催など、にぎ わい のある

空間を 創出します。

• 三宮周辺地区やフ ラ ワーロード 、北野地区、旧居留地など多く の人が訪れる場所で は、「 花

のプロ ムナード *」や「 スポン サー花壇」など、花を 活かし た景観づく り に取り 組みます。

● 神戸らし い景観を眺める視点場の確保

• 神戸の特徴である海辺の景観や、六甲山の景観などを快適に眺めることができるよう に、視点

場となるオープンスペースを確保します。

● Living  Na ture Kobe*の取り 組み

• 2 0 2 1年に三宮から 始まった、神戸らし い自然を感じ 、持続可能な「 自然の景」を 活かし たみど

りと花のブランディングの取り 組みである「 Living  Nature Kobe」について、都心部での拡充

とともに、駅前など市内全域に展開していきます。

-125-



16

第 2 章  施 策 の 展 開

3）ウォーターフ ロント の魅力向上

施策2-3-1　 ウォーターフ ロント の魅力向上

海岸部に残る 貴重な自然環境や歴史・ 文化を 保全し な がら 、再開発が進む都心のウォ ー

タ ーフ ロ ント やポート アイラ ンド 等の人工島などで は、多く の人で にぎ わう 空間づく り を

行い、ウォータ ーフ ロント エリ ア の魅力向上を 図っていきます。

● 緑豊かでにぎわいのあるウォーターフ ロント の形成

• 再開発が 進む都心のウォータ ーフ ロ ント にお いて は、新設さ れたアリ ーナや「 T O T T E I  

PAR K（ ト ッ テイパーク ）」、メ リ ケン パーク 等の港湾緑地などのオープ ンスペースを ネット

ワーク 化し 、海と自然が感じら れる魅力的なウォータ ーフ ロント を 形成します。

• 京橋の船溜まり を 埋め立て、ウォータ ーフ ロント のエント ランスとして新たな緑地を 整備し 、

回遊性を 高め、にぎ わいを 創出します。

• ポート アイランド では、島全体の再生として「 ポート アイランド・ リ ボーンプロジェクト *」に取り

組み、埋め立て地であることを 考慮し た樹木育成のための土壌改良を 行い、中央緑地軸の

緑化を進め、緑豊かな滞在空間を 創出します。

• 須磨海岸や須磨海浜公園等のオープンスペースでは、海水浴やスポーツ・ レクリ エーショ ン

等の利活用、にぎ わい空間づくり を 推進します。

● 歴史・ 文化を活かした景観の保全

• 須磨海岸や舞子海岸周辺の公園・ 緑地などで は、美し い松林や砂浜を 保全し 、白砂青松

の景観を維持するとともに、近代の別荘文化や文学、和歌の舞台となった歴史を活かします。

京橋船溜まり の将来像イメ ージ
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4）安全・ 安心で

　 何度でも行きたく なる魅力的な公園・ 緑地づくり

施策2-4-1　 公園施設の適切な保全と更新

公園・ 緑地は、誰も が安全で 安心し て、快適に利用できること が求めら れます。

こ のた め、公園・ 緑地につ いては、市民等とも 連携し て 適切に維持管理を 進め、公園施設

の専門的な安全点検を 定期的に実施するとともに、適宜、対策を 講じ ていく 必要があります。

また、老朽化等に起因する事故が起きないよう 、長寿命化計画や建築物保全計画に基づき 、

適切に 改築 更新を 行い、改 築更新に 際し て は、地域ニ ーズ 等も 踏まえ な がら 再整 備を

行います。

公園施設の改修にあたっては、誰もが使いやすい公園と するために、公園内のバリ アフリー化

を 推進するほか、インクルーシブ の観点を 踏まえた施設へのリ ニューアルを 進めます。

また、防犯対策とし て、植栽管理や公園施設の配置の見直し などを 進めます。

● 公園・ 緑地の魅力向上

• 社会経済情勢の変化や多様な ニーズに柔軟に対応し 、まち づく り の視点や防災の視点、

歴史・ 文化的な視点、公園・ 地域の価値向上と いっ た様々な観点から 施設整備を 行い、魅力

向上に取り 組みます。

• 民間事業者の参画により 効果が得ら れる公園については、指定管理者制度*やPFI制度*、

公募設置管理制度( Pa rk-PF I制度) *などの制度を 活用し 、民間事業者のノ ウハウも 活か

し ながら 、公園の魅力向上を 図ります。

• 人流データ などのデジタ ル技術による公園の利用状況などのデータ 活用により 、公園利用者

の利便性の向上や管理運営の効率化につなげます。

• 公園・ 緑地においては、効果的に樹木を 植栽するととも に、熱がこもり にくく 保水力の高い

保水性舗装や竹チッ プ 舗装などの採用、日影を つく る 休憩施設やシェ ード 、クールミ スト 、

座面の温度が変わるベン チ *などの涼感を 得ら れる施設など、夏場の暑い季節でも 快適で

居心地の良い空間の整備を 推進します。

● 公園施設の改築更新

• 人口減少を 踏まえ 、人が集まる 公園・ 緑地で は公園施設の充実を 図り 、利用頻度が低下

し 、効果の低い公園施設は簡素化や撤去を 行う など、メリ ハリ を つけた整備をします。

• 老朽化し た公園施設は、施設ごと の老朽度合いや安全点検の結果、長寿命化計画や建築

物保全計画に基づ いて、適切に改築更新を 実施し ます。また、公園内の橋梁については、

道路法に準じ た橋梁定期点検に基づき 、適切な補修や架け替え等を 実施します。

• 改築更新に際し ては、ワークショ ッ プ やアンケート 等で 地域のニーズを 確認し な がら 、より

魅力的な施設となるよう 再整備を行います。

● 誰もが使いやすい公園の整備

• 公園施設のバリ アフ リ ー化や、インク ルーシブ 遊具*の導入、健康増進に資する 施設の

整備など、誰も が使いやすい公園と なるよう 整備を 進めます。
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● 長寿命化計画の改定

• 現在定めている長寿命化計画については、公園施設の老朽度合いや公園の整備・ 再整備

にあわせて、適切に改定を 行います。

● 公園・ 緑地の適切な維持管理

• 自動草刈機やド ローンなど、新たな技術も 取り 入れながら 、効果的・ 効率的な公園・ 緑地等

の管理運営を 進めます。

• 公園施設については、年４ 回の施設点検に加えて専門的な 安全点検も 定期的に実施し 、

必要な措置を 講ずることで事故等を未然に防ぎます。

• まちの美緑花ボランティ ア*等と 連携し ながら 、日常的な点検を 行います。

• L IN Eや道路公園1 1 0 番*など、市民から の通報システムの周知を 進め、安心安全な 公園

づくり に役立てます。

● 防犯に配慮した公園づくり

• 公園において、視認性を 高めるための植栽管理や施設配置の工夫などを 進め、コミュニティ

による活動を支援し 、防犯に配慮した公園づくりを推進します。

Park-PFI制度活用事例（ 東遊園地） 座面の温度が変わるベンチ（ 磯上公園）

公園施設の安全点検 インクルーシブ 遊具（ し あわせの村）
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施策2-4-2　 地域に愛される身近な公園の充実

地域に身近な 公園が、多く の人に利用さ れ、愛着を 持ってもらう ためには、社会経済情勢や

多様なニーズに応えら れるよう 公園機能を 充実さ せていく 必要があり ます。

地域のニーズに応じ た 公園の整備や再整備にあたっては、ワークショ ッ プ 等による 地域の

意向や特性を 反映し 、多様な 世代が利用し やすい魅力ある公園にし ていきます。

また 、利用頻度が 低下し た 公園・ 緑地等につ いて は、活用方法を 検討し な がら 、地域 の

実情に合わせた公園の機能再編などに取り 組みます。

さら に、長期にわたり 整備さ れていな い都市計画公園は、適宜見直し を 図り ます。

● 身近な公園の魅力の向上

• 公園の種別や規模にかかわら ず、鉄道駅に近いこと や、区民まつり 等の地域の交流場所

であること 、観光地と なっ ている 等の観点から 、にぎ わいを 創出し 、まち づく り の核と なる

公園を「 拠点公園」に位置づけ、多様なニーズに対応し ながら 魅力向上に取り 組みます。

• 拠点公園の整備に際しては、地域の交流やイベント 等の場づくり や、子ども や子育て世代に

とって魅力的な遊び場づくり 、市民の健康づくり のサポート が出来る環境整備など、多様な世

代でにぎわう 公園としていきます。

• 公園・ 緑地の整備や再整備にあたっては、規模や形状などの特色を 活かし ながら 、ワーク

ショ ッ プ やアン ケート 等による 地域ニーズの反映や、民間事業者のノ ウハウを 取り 入れる

など、魅力的でにぎわいのある公園づくり に取り 組みます。

• 公園としての活用が相応し い塩屋町９ 丁目などの市有遊休地については、新たな都市公園

の整備に取り 組みます。

● 歩いて行ける公園・ 緑地等の確保

• 身近な公園の整備にあたっては、一時避難地*としての防災機能を 考慮し 、歩いて行けるコ

ミ ュ ニティ の単位である 小学校区を ベース に、歩いて 行ける 範囲( 2 5 0ｍ圏域) で 1 人当

たり 1㎡以上の公園・ 緑地の確保を目指します。

• 公園・ 緑地が不足する地域においては、民有地で の市民公園制度や市民緑地認定制度等

により 、防災に資するオープンスペース の創出を 検討します。

• 密集市街地では、災害時に防災活動の場となる「 まちなか活用空地」の確保を 進めます。

● 外遊びがし やすい公園づくり

• 「 ボールあそび・ できること 」看板や防球フ ェ ン ス 、バスケット ゴ ールなど、子ども が自由

にボール遊びが出来る 環境を 整備し ます。

• 子ども が 安心し て自由に遊ぶこと ができるよう 、様々な 公園で 行われて いるプ レ ーパー

ク *を 支援する ほか、子ども の居場所と なる 施設の整備や、遊びを 提供する 人材の育成

など、外遊び がし やす い 環境づく り を 進めます。
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● 地域の特性に応じた公園の機能再編

• 近く に複数の公園がある場合は、公園同士を 連携して利用できるよう に機能を分担します。

• 身近な 公園の再整備に際し ては、公園の機能を 地域の特性に応じ て取捨選択し 、地域の

ニーズにあっ た施設を 整備するとともに、施設の簡素化・ 撤去など、公園機能の再編を 行い

ます。

• オールド ニュータ ウン *の再編や団地のリノ ベーショ ン 等、まちの再編に関する事業と 連携

し ながら 、公園の再編・ 再整備についての取り 組みを 進めます。

● 公園・ 緑地等の適正化と 新たな活用方法の検討

• 利用頻度が低下し た公園・ 緑地等については、施設の適正化を 進めるとともに、地域の意見

を 反映し ながら 、新たな活用方法を 検討します。

● 長期未整備公園の見直し

• 長期にわたり 未整備となっている都市計画公園については、「 身近な都市計画公園における

見直し 方針」や、今後検討し て いく 大規模公園における 都市計画区域の見直し 方針を

踏まえ、地域と の合意を 図り ながら 見直しを進めます。

拠点公園の再整備（ 湊川公園） 魅力的な遊具の整備（ ポート アイランド 南公園）

「 ボールあそび・ できること 」看板 バスケット ゴールの設置（ 神楽公園）
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図 ２ .４ 　 対象公園の位置図 表２ .１  対象公園

施策2-4-3　 神戸の魅力を高め、安全を守る大規模公園

神戸 市に は、六甲山系の一翼を 担い 貴重な自然環境を 形成する 公園、市街地にお いて

レ クリ エ ーショ ン や 観 光、学 び の拠 点と なっ て いる 公 園、郊外 のニュ ータ ウン や、丘陵・

田園にお いてス ポーツ や 里山活 動 の 拠 点と な っ て いる 公 園など 、様々な 性 格を 有し た

大 規模公園が 配置さ れて いま す。こ れら の大規模公園は、そ の特性にあ わ せた 機能を

最大限に活かし 、神戸の魅力を 高める 拠点と し て 活用すること が重要で す。

こ のよう な 大規模公園にお いて は、それぞれが 有する 豊かな自然と オープ ン スペース を

活かすこと で 、公園の価値や魅力の向上を 図り ま す。

● 神戸における大規模公園

• 神戸には約1 , 7 0 0 の公園があり ますが、市内全域から の利用に加え 、国内外からも 利用

さ れる公園として、下図及び表の1 8 公園を 大規模公園と 位置付けています。

● 大規模公園の魅力の向上

• 大規模公園は、市街地や観光地、自然豊かな 場所など様々な 場所に設置さ れているため、

その立地特性に応じ た魅力を 発揮できるよう な公園づく り を 進めます。

• 社会経済情勢の変化や多様な ニーズに柔軟に対応し 、まち づく り の視点や都市機能の

再編、公園・ 地域の価値向上と いっ た様々な観点から 施設整備や公園機能の転換・ 見直し

を 行い、魅力向上に取り 組みます。その際には、サウン ディ ング *による 市場調査や実証

実験等により 、市民のニーズや事業者の意見を 把握します。

2 再度公園

3 森林植物園

4 相楽園

5 王子公園

6 海浜公園

7 須磨寺公園

8 離宮公園

9 奥須磨公園

10 布引公園

11 神戸青少年公園

12 神戸総合運動公園

13 し あわせの村

14 高塚公園

15 垂水健康公園

16 北神戸田園スポーツ 公園

17 神戸震災復興記念公園

18 キーナの森

1 須磨浦公園

公園名称
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• にぎ わい創出や観光集客の拠点と なる大規模公園については、民間事業者のノ ウハウを

取り 入れながら 、公園の魅力や価値を 高めます。

• 大規模公園は、社会経済情勢の変化を 的確にとら え 、豊かな自然と オープ ン スペースと

いっ た 強みを 活かし 、持続可能で 魅力的な 市民の財産とし て 磨き を かけて いく 必要が

あり ます。「 未来へ継承する 資産」、「 柔軟に使いこ な せる 資産」、「 まち に開かれた 資産」

とし て、価値のさら なる向上につながる整備・ 再整備を 行います。

• 王子公園につ いては、再整備基本計画に基づき 、新たに広場空間を 創出するとと も に、

動物園やス ポーツ 施設など公園施設のリ ニューアルに取り 組みます。

• 神戸市西区にある 市有遊休地である旧玉津健康福祉ゾ ーン において、新たな 都市公園

の整備に取り 組みます。

● 災害時に拠点となる大規模公園

• 神戸市地域防災計画において広域防災拠点*に位置付けら れ、災害時に防災拠点と なる

大規模公園では、危機管理部局とも 連携し ながら 、防災機能を 確保します。

● 市内外の大規模公園との連携

• 神戸市内には国が管理するあいな 里山公園（ 国営明石海峡公園神戸地区）や、兵庫県が

管理する県立舞子公園など、大規模公園が複数あるため、国や兵庫県と 協力し 、公園同士

の連携を 図り ながら 、より 魅力的な公園づく り を 進めます。

Park-PFI制度活用事例（ 海浜公園）
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施策2-4-4　 公園・ 緑地の防災・ 減災対策

公園・ 緑地は、地域の防災拠点とし て 、緊急時の避難場所や救援拠点など様々な 役割を

果たすととも に、防災訓練の場とし て地域の防災力向上にも 寄与し ます。

ま た 、近 年 、気 候 変 動による自然 災 害 の 激 甚 化や、南 海ト ラ フ 地 震 等 の 巨 大 地 震へ の

備え 、雨水流出の抑制など、防災・ 減災の役割も 求めら れています。

こ れら のこと から 、こ れまで の地震防災への対応に加え 、グリ ーンインフ ラ の視点も 取り

入れた公園・ 緑地等の防災・ 減災機能を 充実さ せます。

● グリーンインフラを活かした公園整備や防災・ 減災機能の充実

• グリ ーン イン フ ラ を 活かし た 公園・ 緑地の整備や再整備を 行い、雨水流出抑制や暑熱

対策、生物多様性保全など、緑が身近にある環境づく り に取り 組みます。

• 防災拠点と なる 公園・ 緑地で は、備蓄倉庫や耐震性貯水槽、マン ホールト イレ *やかまど

ベン チ*等の防災施設を 整備するなど、防災機能の充実を 図ります。

• 雨水貯留施設や雨庭などの雨水流出を 抑制する施設、土壌の改善、保水性舗装等による

保水力の向上など、グリーンインフラ を 活かし た防災・ 減災の取り 組みを 進めます。

● 公園・ 緑地における法面防災対策

• 土砂災害対策が必要な 法面については、周辺住民や利用者の安全を 確保するため、適切

に実施していきます。また、将来的に倒木の危険性が高い法面の樹木については、伐採を

行う など、適切に管理します。

● 市民と 取り 組む防災活動の推進

• 防災施設を 有する 公園・ 緑地においては、平時から 定期的な 防災訓練を 実施すること で

緊急時に備えるととも に、防災意識の向上や地域コミ ュ ニティ の醸成に繋げます。

● 災害の記憶を残すモニュメント 等の保存

• 東遊園地の「 慰霊と 復興のモ ニュメ ント 」や「 阪神・ 淡路大震災1 . 1 7 のつどい」など、各地

に残るモ ニュ メ ント や追悼の催し 等を 適切に保存、継承し 、災害の記憶を 発信・ 共有し て

いきます。

法面防災対策のための樹林管理

（ 新神戸駅の背山）

阪神・ 淡路大震災1.17のつどい（ 東遊園地）
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5）街路樹や公園樹による緑豊かで風格のあるまちなみづくり

施策2-5-1　 街路樹や公園樹の健全な育成と管理、更新

神戸市で は、1 9 7 1 年から 始まっ た「 グリ ーンコ ウベ 作戦*」など、公園・ 緑地や街路樹など

の緑を 増やす 取り 組みを 進めてき まし た 。一方、整備後4 0 年以上が 経過し た 街路樹や

公園・ 緑地が増加し 、街路樹や公園樹の大木化、老木化が進み、更新の時期を 迎えて い

ます。

そ のた め、街路樹や公園樹の安全の確保に向けて 、土壌改良などの健全な 育成に 向け

た 生 育 環境の充 実に 加えて 、街路樹再 整 備方 針＊や 国から の通 達 等に 基 づき 、適切な

維持管理を 行って高質化を 図るととも に、大木化・ 老木化し た 樹木や交通の支障、民有地

に影響を 及ぼす 樹木などは適切に伐採を 行い、更新を 進めます。

● 街路樹等の適正化

• 大木化・ 老木化や、周辺の緑と の重複や過密化、交通の支障、生育不良など、安全や景観

上の問題が生じ ている 街路樹や、道路・ 民有地に影響を 及ぼす 公園樹につ いては、伐採

を 行います。

• 雑草による景観の悪化や、通行の支障など管理上の問題が生じ ている植栽帯*について、

撤去・ 舗装を 行います。

● 緑の高質化

• 緑豊かで 風格のあるまちなみの形成や、緑の持つ特徴を 活かし た高温常態化対策として、

人が滞留する場所などを中心に、植樹による木陰づく り を 進めます。

• 街路樹は、周辺が締固められて根の生育に支障があるとともに、アスファ ルト から の輻射熱*

などの環境圧が高いため、広がり のある 植栽桝＊や根系誘導耐圧基盤＊の整備など、健全

に生育できる環境改善を 進めます。

• 神戸の土壌は、硬化し やすく 養分の乏し い真砂土や、粘土質である神戸層群など、樹木の

生育には土壌条件が厳し いため、適切な土壌改良を 行い、樹木の生育環境を 整えます。

旧居留地のケヤキ並木 樹木の根に配慮し た広がり のある植栽桝
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● 街路樹等の安全対策

• 外観で は判断が難し い 内部の腐朽による 倒木事故が増えてき て いるた め、外観点検に

加え 、検査棒を 用いた 根元の腐朽確認の点検などを 行い、適切な 管理や伐採・ 更新を

行います。

● 健全な維持管理

• 街路樹については、樹種や道路特性に応じ た維持管理を 行うとともに、包括的な管理を 行う

こと で、植栽帯の環境向上を 進めます。

• 都心部や観光地、幹線道路など、来街者や人の往来が多い道路については、剪定士の活用

など質の高い管理を行います。

• 民間企業などと 協力し ながら 樹木の剪定講習会を 実施し 、剪定技術の向上を 図ります。

• 伐採し た街路樹や公園樹は、活用が可能な場合は資源として有効に活用します。

• 公園・ 緑地の樹林は、適切に管理、伐採し 、安全で 快適な樹林環境に整備します。

● 外来生物の防除、拡大抑制

• カシノ ナガキクイムシ、クビアカツ ヤカミ キリ など樹木に影響を 与える昆虫などの外来生物等

を 防除し 、拡大の抑制に努めます。

街路樹点検の様子 伐採材の活用（ 名谷図書館）

剪定講習会の様子 剪定士によるマツ の管理
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プレーパーク 森林の整備体験

公園利活用の社会実験イベント

（ 観音山公園）

里山資源の活用研修会

3．多様な主体とともにみどりを支える取り 組み

神戸には、里地里山や森林、ニュータ ウン を 含む郊外部、既成市街地、ウォータ ーフ ロント

など、多様な 緑が存在し 、市民に加え 多様な 主体がみどり の活動を 行っています。

こ れら のみどり を さ ら に発展さ せ、神戸のみどり を より 良く し て いく た めには、行政が関与

する 公 有地を はじ め、民有地も 含めた 緑を 、個人や団 体、企業など 多様な 主体で 支え 、

持続可能にし て いく こと が重要で す。

こ れら を 踏まえ 、多く の人が神戸のみどり を 知り 、持続的な みどり の活動を 行い、多様な

主体で 支えていく 取り 組みを 行っていきます。
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施策3-1　 みどり の活動参加へのきっかけづくり

神 戸で は、こ れま で 市 民と の 協 働で 、里 地 里山・ 森 林 の手 入れや、公 園・ 緑 地 、花 壇 の

管理など、人と みどり が深く 関わり 合いな がら 、みどり を 育んできまし た 。

緑とと も に生き 続ける 都市を目指し て いく た めには、市民を はじ め多様な 主体がみどり を

知り 、愛着や誇り を 持っ てもらう こと が大切で す。

そ のた め、今後も 積極的にみどり の魅力を 情報発信・ 共有し 、みどり を 知り 、触れる 機会

を 創出すること で 、みどり に関わるきっ かけを つく り ます。

● みどり の魅力に関する情報の発信・ 共有

• 公園・ 緑地等のみどり の魅力や取り 組み、里地里山や森林に関する 取り 組みなど、ホーム

ページ やSN Sなど様々な 媒体を 用いて 市民や多様な 主体に積極的に情報を 発信・ 共有

し 、神戸のみどり を 知る機会を 増やし ます。

• シン ポジウムや市民講座など、みどり に関する情報を 直接的に知る機会を 創出し ます。

• 神戸のみどり に愛着を 持つ 市民等を 増やし 、みどり に関する 市民等から の情報発信に

つな げていきます。

● みどり に関わる機会づくり

• 里地里山や森林、公園・ 緑地等の活動に気軽に参加できるメ ニューを 充実さ せること で、

みどり に関心を 持ち、関わる人を 増やします。

• 公 園・ 緑 地の 管 理や 里 地 里山・ 森 林 の保 全へ の 意 識 啓 発を 図る た め、公 園のこ と を

考える 公園ミ ーティ ン グ *や、子ども が自然に触れて自由に遊べるプ レ ーパーク 、森の手

入れや自然観察が出来る森の学校、市民農園など、みどりと 触れ合える場を 創出し ます。

● 子どもや青少年の育成

• 神戸を 担う 子ども や青少年がみどり に関心を 持ち 、愛着を 持ってもらう ために、学校等と

も 連携し な がら 、公園・ 緑地で のイベント や里地里山・ 森林で の体験学習など、みどり を

知り 、触れあえる 機会を 創出し ます。また 、青少年にとっ て 関心の高い バスケット ボール

やスケート ボード 、ダン ス など、多様な 活動を 行う た め、公園等を 活用し た 居場所づく り

や、企画・ 運営に主体的に関われる環境づく り に取り 組みます。

緑に関するシンポジウム 自然観察会イベント
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施策3-2　 持続的な仕組みづくり

里地 里山・ 森林を 将来にわたっ て 健全に 保全し 、公園・ 緑地を 良好に 管理運営し て いく

た めには、市民と の協働に加え 、多様な 主体と の連携が重要で す。

また 、みどり の活動に多様な 人材が関わり 、それぞれの持つ 経験やノ ウハウを 活かすこと

で 、良好な 環境の維持に 加え 、利活用の促進にも つ な がり ま す。

そ の た め、里 地 里山・ 森 林 や 公 園・ 緑 地 に お ける 活 動に 参 画し や す い 環 境 づく り や、

みどり に 関わる 人 材を 発 掘・ 育 成し 、持 続 的に みどり の 活 動が で き る 仕 組 みづく り に

取り 組みま す。

● 持続的なみどり の活動につながる仕組みづくり

• 公園・ 緑地については、「 まち の美緑花ボラ ンティ ア 」や「 公園清掃ボラ ンティ ア *」により 、

市民ととも に公園・ 緑地の管理に取り 組むととも に、多様な 世代や民間事業者などの多様

な主体がみどり の活動に参加し やすい仕組みを 拡充します。

• 里地里山・ 森林や公園・ 緑地を 地域住民が主体的に管理すること で、参加者間の交流機会

が生まれ、地域コミ ュ ニティ の醸成につながり 、継続的な 活動につな げます。

• ボール遊びなど、公園内の禁止行為を 少なく し 、利用し やす い公園づく り を目指すた め、

利用者や地元住民と 合意形成を 図り 、地域主体による 公園利用のルール作り を 進め、

子ども が外遊びし やす い 環境を つく り ます。

• 公園・ 緑地で のイベント 等が気軽に実施できるよう 、手続き の柔軟な 運用を 進めます。

● みどり に関わる人材の発掘・ 育成

• 「 まちの美緑花ボランティ ア 」や「 こう べ森の学校」、市民農園など、みどり の活動を 通じ て、

みどり に関わる人材を 発掘・ 育成します。

• ファ シリ テータ ー*等の中間支援技術者*やプ レ ーリ ーダー*など、多様な 技術やノ ウハウ

を 持つ 市民の参画を 促し 、人材の活用を 推進し ま す。

• 里地里山・ 森林の管理に 取り 組める 人材を 育成する た め、「 K O B E 里山自然共生セン

タ ー」を 保全や管理の活動や、体験イ ベント の拠点とし て 活用し ま す。

市民花壇の花の植え替え KOBE里山自然共生センタ ー 
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● 多様な主体による資源の循環利用

• 里地里山・ 森林や公園・ 緑地の管理の過程で 発生する伐採材や剪定枝等の資源の有効活

用に向けて、「 こう べ森と 木のプラット フォーム*」や「 地域おこし 協力隊」など、多様な主体と

連携し 、資源の循環が持続的に行える仕組みをつくります。

• 用材や薪、備長炭、公共施設の木質化など、活用方法を 幅広く 検討します。

• 神戸産の木材等に関するブランド「 KOBE W OOD*」を広く 普及さ せ、価値向上を 図ります。

• し あわせの村内の発生材等を 保管する木材スト ックヤード の機能を強化します。

• 神戸産のカシ類を 活用し たKOBE備長炭*製造の事業化に向けて取り 組みます。

公共施設の木質化（ 新長田合同庁舎） 木材ブランド の広報（ KOBE W OOD）

木材ストック ヤード（ し あわせの村） KOBE備長炭
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施策3-3　 みどりを支える取り 組み

神戸には里地里山・ 森林や公園・ 緑地、街路樹、住宅の庭木など、多様な 緑が存在し 、多様

な 主体がみどり の活動を 行っています。

こ れら のみどり を 維持し 、より よいみどり にしていく ために、みどり に関わり やすい環境づく り

を 進めながら 、多様な 主体と 連携し 一体と なってみどり を 支えます。

● 多様な主体で支えるみどり

• 公園の管理運営を 行う「 まちの美緑花ボランティ ア」など、緑の活動に参加するボランティ ア

間や、企業等と の連携プラット フォームである「 神戸緑縁座」など、みどり を 支えている多様な

主体間が交流できる場を 創出し 、相互のコミ ュニケーショ ンを深めることで、活動への意欲の

向上や多様化、技術の向上等を 図ります。

• ス ポン サー花壇や寄付、社会貢献活動など、様々な みどり への関わり 方があること から 、

市民や団体、企業等と の多様な パート ナーシッ プ 関係を 構築し 、多様な主体ととも にみどり

に関する取り 組みを 進め、みどり を 支えます。

ワークショ ッ プ（ 神戸緑縁座）

多様な主体と のみどり の取り 組み（ こう べ木陰プロジェクト ）
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第３ 章  緑 化 重 点 地 区 と 緑 地 保 全 配 慮 地 区

１．緑化重点地区

• 緑化重点地区と は、都市緑地法において「 緑の基本計画」の中で 定める「 重点的に緑化の

推進に配慮を加えるべき地区」のことです。

• 緑化重点地区は、緑化の方向性や手法などについてのプランを 定め、緑化を 重点的に推進

することにより 、緑の基本計画がめざ すものをモデル的に具現化し 、都市全体への波及を図る

ことを目的としています。

（ １）緑化重点地区の指定

• 神戸市では、緑の基本計画の基本理念である「 緑生都市」を モデル的に具現化し 、緑化意識

の向上を促すために、重点的に緑地の保全や緑化を行う「 緑化重点地区」を、市内に11地区

指定します。

• 地区指定にあたっては、まちづくり の顔となる地区や開発により 緑地が少ないところで緑化を

推進すべき地区、優良な緑地を保全育成する地区等を対象とします。

（ ２）地区の方向性について

• 市内11地区の緑化重点地区の方向性を以下のとおり 示します。

①本庄地区

　 子どもと家族を応援し 、地域の交流を深める花と緑によるコミュニティ 拠点づくり

②住吉川・ 御影地区

　 河川を骨格とした、歴史・ 文化を活かした花と緑による憧憬のまちなみ形成

③都賀川地区

　 山手から海岸部の魅力資源をつなぐ都賀川を骨格とした水と緑のネット ワークの形成

④都心地区

　 まちとみどりをつなぎ、神戸の顔となる花と緑のシンボル景観の形成

⑤新湊川地区

　 河川と 運河を骨格とし 、地域資源を活かした緑と花による豊かな生活環境の形成

しょうけい
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⑥鈴蘭台・ 谷上地区

　 周辺の里山環境と調和した花と緑によるコミュニティ づくり

⑦北神地区

　 農村とニュータウンの連携及び公園や里山等の活用による地域コミュニティ の場づくり の推進

⑧須磨地区

　 海と緑が調和した美し い景観と質の高い緑豊かな住環境の形成

⑨垂水地区

　 花と緑によるコミュニティ づくりと魅力ある海辺空間の形成

⑩玉津・ 伊川谷地区

　 生物生息環境に配慮した緑地や河川空間の形成と秩序あるまちなみ景観づくり の推進

⑪西神地区

　 農村とニュータ ウン の連携及び公園・ 緑地や河川空間などの活用による地域コミ ュニティ の

　 場づくり の推進

図 ３ .１ 　 緑化重点地区位置
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⑩玉津・ 伊川谷地区
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⑤新湊川地区

④都心地区

③都賀川地区
①本庄地区

②住吉川・ 御影地区

N
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2．緑地保全配慮地区

• 緑地保全配慮地区と は、都市緑地法の中で 緑の基本計画の策定項目とし て定める「 特別

緑地保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を 加えるべき 地区」のこと

で す。

（ １）緑地保全配慮地区の指定の検討

• 神戸市では、特別緑地保全地区を はじ め、条例による「 みどり の聖域」など、多く の緑地保全

エリアが存在しますが、それらのほとんどは市街化調整区域に指定されています。

• 一方、市街化区域*においても、既成市街地の社寺林や屋敷林*、郊外部の良好に緑化さ れた

住宅地などが多く 存在し 、これらは都市における環境形成に大きな役割を果たしています。

• そこで、緑の保全に配慮したまちづくり が望まれる市街化区域内の地域を候補地として抽出し 、

地域特性を考慮しながら緑地保全配慮地区の指定を検討します。

（ ２）緑地保全配慮地区の候補地

• 市街化区域において、風致・ 景観の保全、都市環境の保全等の観点から重要となる地域として、

以下の要件から緑地保全配慮地区の候補地を抽出します。

• 抽出の要件

◯ 社寺林、屋敷林等の緑が多く 点在し 、背景となる六甲山系の緑と 連なり 、良好な風致景観を

　 保全する必要がある地区。

◯ 住宅地やその周辺の緑が良好に保全され、緑被率が高く 、人口定着が進み、良好な緑のまちなみ

　 を維持する必要がある地区。

◯ 街化区域内で概ね10haを 超える規模があり 、中に一団の緑を 含み、今後緑に配慮し たまち

　 づくりを進めていく 必要がある地区。

• 候補地の抽出

上記の要件から８地区を緑地保全配慮地区候補地として検討します。

　 東部山手地区、西部山手地区、有野・ 唐櫃地区、鈴蘭台周辺地区

　 名谷周辺地区、垂水西部地区、押部谷周辺地区、多井畑・ 下畑周辺地区
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（ 3）保全施策のイメージ

• 今後、緑地保全配慮地区を指定した地区については、以下の保全施策を実施していきます。

◯ 規模の大きな社寺林や屋敷林または小規模でも沿道景観を形成する上でポイント となる緑、

　 地域住民が里山活動に取り 組む周辺緑地等については、市民の木・ 市民の森等の制度を

　 活用して保全・ 活用を推進します。

◯ 都市景観形成地域等、景観保全のための制度導入を検討します。また、まちづくり 協定などの

　 制度を活用し、緑をまもり 育てることをはじめとした地域のルール作りを働きかけていきます。

◯ 住宅地においては、まちの緑を誇りに思っていただけるよう 、意識の啓発に努めます。

図 ３ .2　 緑地保全配慮地区候補地

0 2 4 6 8km

エ鈴蘭台周辺地区

イ西部山手地区
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オ名谷周辺地区
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図 ４ .１ 　 地形図

１．神戸の自然やまちの特徴

（ １）地形

• 標高931ｍの六甲山を主峰とし 、東に高く 西に低く なる六甲山系により 東西方向に連なり 、南北

に二分されます。

• 大阪湾に面した南側は、河川によって形成された平野部や埋立地が続きます。

• 六甲山系の北側は、帝釈・ 丹生山系を中央にして、丘陵地が広がっています。

• 六甲山系の西側は、緩やかな丘陵地と 播磨平野につながる平野部から成ります。

（ １）水系

• 水系は、六甲山系によって大きく４つに分かれており 、下記のよう な特徴があります。

六甲山系の南側斜面から市街地を通り 、大阪湾に注ぐ水系。

延長が短い河川が多く 、短時間に多量の降水が流出する特徴を持ちます。

六甲山系の西側から明石市を経由して明石海峡に注ぐ水系。

田園地帯を緩やかに流れ、恵まれた自然環境を有しています。

六甲山系の北側から三木市・ 加古川市を経由して播磨灘に注ぐ水系。

志染川が注ぐ衝原湖は、サイクリング等のレジャー利用もされています。

表六甲水系

明石川水系

加古川水系

市境界

区境界

標高

0 ～100m
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～200m
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N
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-145-



36

第４ 章  資 料 編

六甲山系の北側から宝塚市・ 西宮市を経由して大阪湾に注ぐ水系。

北区道場町付近で武庫川と合流し 、大阪湾へと流れ込みます。

西区神出町から岩岡町、明石市を経由して播磨灘に流れるグループ。

西区の一部地域を流れる流域が狭い水系です。

武庫川水系

瀬戸川水系

図 ４ .２ 　 水系図

（ 3）気温

● 過去30年における月別の日最高気温の平均値

• 月別の気温を見ると、冬季（ 12 ～２月）は10℃前後となっており 、夏季（ ６ ～９月）は25℃の夏日を

上回り 、７月と８月は30℃の真夏日を上回っています。

● 神戸における夏季の日最高気温の経年変化

• 夏季（ ６ ～９月）の月別の日最高気温の平均値をみると 、1990年代と 比較して2020年代では、

いずれの月も平均値が１℃以上、上昇しています。

• 特に、2020年代では８月の気温が33℃を上回ること や、９月の気温も 30℃の真夏日を 下回ら

ないことから、高温が常態化していることが示唆されます。

地点名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

神戸 9.4 10 .3 13 .9 19 .0 23 .8 26 .8 30 .6 32 .5 29 .0 23 .4 17 .6 12 .0

表4.１ 　 過去30年間の月別の日最高気温の平均値 

※気象庁サイト より  30年間（ 1995～2024年）における月別の日最高気温、日最低気温、１ 日の気温差の平均値

市境界

区境界

河川

水系

武庫川水系

加古川水系

表六甲水系

明石川水系

瀬戸川水系

0 2 .5 5km

N

（ ℃）
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6月 7月 8月

1990年代 26 .4 30 .3 32 .1 28 .4

2000年代 27 .1 30 .6 32 .2 29 .1

2010年代 26 .7 30 .7 32 .6 28 .7

27 .3 31 .4 33 .2

表 ４ .２ 　 夏季の日最高気温の経年変化

図 ４ .３ 　 年代ごと の月平均最高気温の推移

図 ４ .３ 　 神戸市の年齢層別の人口統計

※気象庁サイト より

各年代（ 10年ごと ）の神戸市の

月別の日最高気温の平均値

（ 2020年代については2025年まで）

出典： 実績値＞総務省「 国勢調査」

推計値＞国立社会保障・ 人口問題研究所

「 日本の地域別将来推計人口」（ 2023年推計）

（ 4）人口

• 本市の人口は、1995年の阪神・ 淡路大震災により 一時的に人口が減少しまし たが、その後も

2010年にかけて増加し 、約154万人に到達しました。

• しかしながら 、2010年以降は緩やかに減少しており 、今後も少子・ 高齢化の進行とともに減少

することが予想されます。
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図 ４ .４ 　 現況土地利用図

（ 5）土地利用

• 神戸では市域全域を 都市計画区域に指定し 、市街化区域や市街化調整区域、用途地域など

を定めることで、計画的な土地利用を推進しています。

• 各地域の土地利用の概況は、東灘区から須磨区にかけての既成市街地では密集低層住宅地

が広がり 、密集した土地利用がなされている地域には中高層住宅地が集中しています。

• 一方、西区や北区の郊外部においては、山林・ 荒地や田・ その他の農用地がみられます。
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2．緑地等の現況

（ １）山林

• 神戸の山林は、人口増加に伴う 宅地開発等により 、面積が減少の傾向にありまし た。

• 1980年の地目別の山林面積は18,713ha、市域面積の34 .5％を占めていましたが、2005年に

は12 ,289ha（ 22 .3％）と 減少していました。

• しかし、2023年には13,782ha（ 24 .7% ）と減少に歯止めがかかっています。

•「 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例*」に基づく「 みどり の聖域」は、1 5 , 2 7 3 h a

（ 2025年現在）を指定しています。

• 今後も、山林などの緑を緑に関する主な法令・ 条例によって保全・ 育成を進めるとともに、市民利用

を推進します。

（ ２ ）農地

• 神戸の農地は、主に西北神地域に広がっていますが、社会経済状況の変化などにより 、減少の

傾向にあります。

• 1 9 8 0 年の地目別の田畑面積は6 ,5 8 0 h a、市域面積の1 2 .1％を占めていまし たが、2 0 0 5 年

には5,330ha（ 9 . 7％）、2023年には4 ,5 38ha（ 8 .1％）と引き続き減少しています。

• 農村地域のもつ多面的な機能の整備、保全及び活用を 図るために指定さ れる「 人と自然と の

共生ゾーン」は、17 ,935ha（ 2025年現在）を指定しています。

• また、市街地の農地を対象に指定する生産緑地地区は、499地区・ 98 .5 ha（ 2025年現在）を

指定しています。

図 ４ .５ 　 みどり の聖域および人と 自然の共生ゾーンの位置

N
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図 ４ .６ 　 一人当たり 公園面積

図 ４ .７ 　 公園の整備年と 経過年数

（ 3）市街地の緑地

①公園・ 緑地

• 2 0 24年度末時点で、市内の公園数は1 ,699箇所、総面積約2 ,6 41haとなっています。

• 一人当たり 公園面積は17.7㎡であり 、政令市では最も高い水準です。

• 一方、整備から 40年以上が経過した公園が増加しており 、公園施設の老朽化が課題となって

います。
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②街路樹

• 1 9 71年から 始まっ た「 グリーンコ ウベ作戦」により 、街路樹本数は大きく 増加しまし た。

• 2023年度末時点で、市内の街路樹は、中高木約45万本、低木約671万本あります。

• 街路樹の樹種には、比較的病害虫に強く 、歩道の植栽帯と いう 特殊な空間でも 生育ができる

クスノ キやイチョ ウ、ケヤキが多く 植樹さ れています。その他、サクラ やアメリカフ ウなど、花や

紅葉を楽し める樹種も植樹されています。

③民有地の緑

• 歴史や文化にゆかり のある大木や社寺林については、「 神戸市市民公園条例」に基づく 、

市民の木・ 市民の森制度にて管理費用等の助成を 実施しており 、2 0 2 4 年度末時点で 市民

の木は42箇所、52本、市民の森は44箇所、約220haを指定しています。

• 民有地を 活用し たオープンスペースの創出について、「 神戸市市民公園条例」に基づく 市民

公園制度にて、管理運営等の助成を実施しており 、2024年度末時点で189箇所、約75 .8haを

認定しています。

• 市民緑地認定制度を活用した緑地は、2024年度末時点でで、1箇所（ 兵庫区｜ミ ズノ スポーツ

プラ ザ神戸和田岬市民緑地）、約1,100㎡を認定しています。

図 ４ .８ 　 街路樹本数の推移

表 ４ .３ 　 市民の木・ 市民の森と 市民公園のデータ
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表４ .４ 　 DID地区の緑被率の推移

④緑被率

●DID（ 人口集中）地区

• D I D 地区*の緑被率は、2 0 2 4 年時点で 2 4 . 2％と なっており 、2 0 0 5 年の2 3 . 8％から ほぼ

横ばいとなっています。

• 区ごと の緑被率を比較すると 、東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区の既成市街地において

増加しており 、須磨区、垂水区、西区の郊外部で減少しています。これは、既成市街地において

は既存の緑が成長し たこと や、郊外部においては住宅団地の開発等や市街化区域内で街路

樹の適正化を進めたことなどが要因と 考えられます。

●道路区域

• 直接的に緑の効果が得ら れる 場所とし て、道路区域で の緑被率を 算出し ています。道路

区域の緑被率は2 0 2 4 年時点で 2 1 . 4％と なっています。

• 区ごと の道路区域の市全域緑被率では、北区が40 .5％と 最も多く 、最も少ないのは垂水区の

6.0％となっています。市街地部分については概ね10 ～20％程度となっており 、特に垂水区の

よう な道路幅員の狭い区で低く なっています。

• 市街化区域内の道路区域の緑被率は、灘区、中央区、兵庫区、北区、西区と いった、山間部や

郊外に道路のある区で、全市緑被率に比べて大幅に減少しています。

表４ .５ 　 D ID地区の区ごと の緑被率の推移

表４ .６ 　 道路区域の緑被率

表４ .７ 　 道路区域の区ごと の緑被率（ 2024年）

年代
2005年

緑被率

2024年

緑被率

緑被率の変化 

（ 2005年→2024年）

DID地区内の緑被面積（ ha） 3516 .6 3578 .1

D ID地区内の緑被率 23.8％ 24.2％ + 0.4

※DID地区の区域面積はGIS計測値、2005年時のDID地区で比較

東灘区

2005年緑被率

2024年緑被率

15 .4

灘区

15 .9

中央区

10 .2

兵庫区

10 .6

北区

38 .0

長田区

17 .0

須磨区

33 .2

垂水区

27.0

西区

30.5

19 .2 21 .5 15 .2 14 .2 42 .6 23 .1 29 .3 22 .4 23 .1

D ID地区内の
緑被率の変化

（ 2005年→2024）
+ 3 .8 + 5 .6 + 5 .0 + 3 .6 + 4 .6 + 6 .1 -3 .9 -4 .6 -7 .4

神戸市

23.8

24 .2

+ 0 .4

※神戸市が管理する道路より 算出、2024年時の道路区域で比較

年代 市全域における2024年緑被率 市街化区域における2024年緑被率

道路区域の緑被面積（ ha） 824 .6 433 .8

道路区域面積（ ha） 3847 .5 2973 .0

道路区内の緑被率 21 .4％ 14 .6％

東灘区

市全域緑被率

市街化区域緑被率

15 .1

灘区

22 .7

中央区

18 .9

兵庫区

12 .4

北区

40 .5

長田区

10 .1

須磨区

11 .7

垂水区

6.0

西区

17.2

14 .4 13 .0 14 .8 8 .7 28 .7 9 .8 11 .2 5 .9 11 .2

神戸市

21.4

14 .6

（ ％）

（ ％）
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※１： 市域における永続性のある緑地の面積｜市街化調整区域における

　     「 みどり の聖域」や「 人と 自然の共生ゾーン」等における地域性緑地と 、公園緑地等の施設緑地の総和

※２： 各市民の割合｜ネット モニタ ーアンケート 調査による数値

3．前計画の目標の検証

• 前計画では、緑の量と 質、市民と の関わり に着目し た目標を 定め、取り 組みを進めてきました。

ここでは、その状況を検証します。

•「 市域における永続性のある緑地の面積※１ 」や、「 まち中における 緑の面積の割合」で は、

緑地の面積や緑の面積割合が確保できています。また、「 身近な緑に満足していると 感じてい

る市民の割合※２」と「 緑に関する活動に参加している市民の割合※３」は、大きく 変化していない

状況です。

• これらの結果から、永続性のある緑地の面積やまち中にある緑の面積など、緑の量は引き続き

確保さ れていること や、約7 0％の市民が身近な緑に概ね満足していること がわかりまし た。

今後は、継続的に緑の量を 確保すると 共に、質の高い緑や気軽に参加できる活動の機会を

提供していく 必要があります。

前計画の目標

①市域における

    永続性のある

    緑地の面積

35,000ha以上 35,248ha

・ みどり の聖域　 　 　 　    ｜15 ,273 ha

・ 人と自然の共生ゾーン     ｜17 ,935 ha

・ 市街化区域内の

  公園緑地等の施設緑地    ｜ 2 ,040  ha

・ 永続性のある緑地面積は確保できています

 ④緑に関する活動に

　  参加している市民の

     割合

28 .7％以上

( 2011年時点)

27.4％

( 2023年時点)

・ 高齢化などの要因もあり 、緑に関する活動に参加して

  いる市民の割合は1.3％減少したものの、大きく 変化が

  ありませんでし た

・ 一方、約40％の方が「 機会があれば参加したい」と回答

③身近な緑に満足している

    と感じている市民の割合

21.9％以上

( 2011年時点)

19.0％

( 2023年時点)

・ 2011年時点の「 どちらかと いえば満足」の回答は

  48 .1%

・「 満足」の回答と合わせて70.0％の市民が概ね満足と

  回答

・ 2023年時点の「 どちらかと いえば満足」の回答は

  50 .8％

・「 満足」の回答と合わせて69.8％の市民が概ね満足と

  回答

・ これら の結果から、概ね満足している市民の割合は大

  きく 変化がありませんでした

②まち中における

    緑の面積の割合
3割以上 31.4％ ・ 市街化区域における緑被率は確保できています

目標値 現況値 検証
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4．緑に関する市民意識や活動状況

（ １）調査概要

• 緑に関する市民意識や活動状況について、2 0 2 4 年1月にネット モニタ ーアンケート 調査を

実施しています。

• 得られた有効回答者数は、8,223名中3,797名で、46 .2% となりました。

（ ２）調査結果

①回答者の属性

• 緑に関する市民意識や活動状況について、2 0 2 4 年1月にネット モニタ ーアンケート 調査を

実施しています。

• 回答者の属性のう ち、男性は約3 5％、女性は約6 5％でし た。

  年齢層は4 0 歳代と 5 0 歳代が約26％と多く 、次いで60歳代が17.6％を占めていました。

区別でみると、兵庫区と長田区が5％台と少なく 、他の区は10～20％で大きな差はありませんでした。

男性

35.3%

女性

64.7%

15～20歳代
3.4%70歳代以上

11.9% 30歳代
14.3%

40歳代

26.5%

50歳代

26.3%

60歳代
17.6%

東灘区
14.9%

灘区

10.3%

中央区

10.9%

兵庫区
5.8%

北区

13.0%

長田区

5.2%

須磨区

11.9%

垂水区

14.6%

西区

13.5%
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②回答結果

問１： 神戸市の緑について、満足していますか。

•「 １ ．満足し ている 」と 回答し た 人は1 9 . 0％、「 ２ ．どちら かと いえ ば満足し ている 」は5 0 . 8％

と なり 、合わせて約7 0％の人が神戸市の緑に概ね満足しています。

問２： 神戸市全体の緑の量について、どのよう に感じ ていますか。

•「 ２ ．六甲山や里山などには充分にあるが、中央区や灘区など六甲山以南の街なかは不足し

ていると 思う 」と 答えた人が5 3 . 3％と 約半数を占めていまし た。こ れらより 、神戸市全体の

緑の量が充分にあると 感じる 人を 増やすた めには、六甲山以南の既成市街地における

緑化が必要であること がわかります。

2.どちらかといえば

満足している

50.8%

3.どちらでもない

19.7%

1.満足している

19.0%

5.満足していない

2.3%4.どちらかといえば
満足していない

8.2%

3.全体的に
不足していると思う

7.2%

2.六甲山や里山など

には充分にあるが、
中央区や灘区など

六甲山以南の街なかは

不足していると思う
53.3%

1.充分にある

と思う
31.3%

その他
1.2%

4.分からない

7.1%
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問３： ご自身の身近な緑の量について、どのよう に感じ ていますか。

•「 １ ．充分にあると 思う 」と 回答し た人が約5 8％と 半数以上である一方で、「 ２ ．不足している

と 思う 」と 回答し た人も 約3 1％いまし た。

問４： あなたは普段の生活の中で、どの場所の緑が多いと 感じますか。（ 3つまで 重複可）

•「 ３ ．六甲山など周辺の山の緑」と 回答し た人が約6 2％と 一番多く 、次いで「 １ ．公園の緑」が

5 3％、「 ２ ．街路樹や緑道の緑」が約4 1％でし た 。こ れら より 、市民生活にお いて、六甲山

など周辺の山の緑を はじ め、公園や街路樹、緑道の緑も 身近な 生活の中で 緑が多いと

認識さ れていること がわかります。

1.充分に
あると思う

57.7%

2.不足して

いると思う
31.3%

3.分からない

8.8%

その他

2.1%

53.0％1.公園の緑

2.街路樹や緑道の緑

3.六甲山など周辺の山の緑

4.住宅の生け垣や庭の緑

5.社寺の緑

6.河川沿いの緑

7.田園の緑

8.会社や商業地等の民有地の緑

9.多いと感じる場所はない

その他

41.3％

61.8％

12.8％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

15.5％

13.2％

11.9％

1.8％

2.6％

1.1％
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問５： 神戸の緑に対して、どのよう な効果を 期待しますか。（ 3つまで 重複可）

•「 １ ．街中で日陰の役割と なる」と 答えた人が5 0％と 最も 多く 、次いで「 ２ ．大気汚染の改善、

異常高温の緩和」が約4 5％、「 ７ ．都市に潤いを 与える」が約4 3％でし た。こ れらより 、街路

樹や公園樹などの樹木による日陰の効果を はじ め、大気汚染の改善や異常高温の緩和と

いっ た 都市環境に対する 効果や、都市の潤いなどの生活の質の向上に資する 効果にも

期待していること がわかります。

53.0％

42.6％

30.8％

10.7％

16.1％

30.7％

44.7％

10.1％

21.5％

1.2％

1.街中で日影の役割となる

2.大気汚染の改善、異常高温の緩和

3.生物の生育環境を守り 、生物多様性を保全する

4.災害時の火事の延焼を防ぎ、避難場所となる

5.豪雨などによる水害を防ぐ

6.自然景観や田園景観をつくる

7.都市に潤いを与える

8.運動や遊びなど、
様 な々レクリエーショ ン活動の場となる

9.休養・ 休息の場となる

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

-157-



48

第４ 章  資 料 編

問６：「 神戸らし い緑」と 感じる景観は何で すか。（ あてはまるも のすべて）

•「 １ ．六甲山を中心とした町並み」に対して約77％の人が「 神戸らし い緑」と 感じる景観であると

回答し 、次いで「 ８ ．須磨離宮公園や東遊園地などの公園の緑」と回答し た人が45％でした。

問７： あなたがこ の1 年間に参加し たこと のある緑に関する活動について教えてく ださ い。

　 　（ あてはまるも のすべて）

• こ の１ 年間に緑に関する活動に参加し ていな い人が7 0％以上いる一方、「 １ ．公園の清掃

や草刈り 」に参加している人が約1 5％、他の活動に参加している人も 一定数いまし た。

•「 その他」の活動の中には、登山やごみ拾いと いっ た活動や、自宅で のガーデニング、公園

の散歩と いっ た身近な活動も 見ら れまし た。

1.六甲山を中心とした町並み

2.山の手に展開する緑豊かな住宅地

3.川沿いのマツやサクラなどの並木

4.海辺のマツ林

5.居留地など市街地の街路樹

6.沿道や街角を彩る花壇

7.神社林などの古くからある木々

8.須磨離宮公園や

東遊園地などの公園の緑

9.水田や農地、溜池、里山など

10.特になし

その他

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

76.9％

29.3％

32.7％

17.0％

32.0％

22.6％

27.5％

45.0％

15.1％

2.7％

0.8％

15.3％1.公園の清掃や草刈り

2.里山の手入れ

（ 自身で所有している山は除く ）

3.街路樹の落葉の清掃

4.地域の花壇の手入れ

5.環境教育など緑に関するイベント

6.市民農園で野菜などを育てる

7.参加していない

その他

2.4％

9.6％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

4.4％

2.3％

3.3％

72.6％

1.6％
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問８： 今後、緑に関する活動に参加し たいと 思いますか。

•「 １ ．すで に参加し ており 、今後も 参加し た い 」と 答えた 人は約9％と 少な い 一方、約3 8％

が「 ３ ．機会があ れ ば参加し た い 」と 回答し ており 、緑に 関する 活動に 意欲がある 方が

多いこと がわかり まし た。

問８－１： 緑に関する活動で、興味がある・ 参加してみたいと 思う のはどのよう な活動で すか。

　 　（ すでに参加しているも のも 可）

•「 １ ．公園で の清掃や草刈り などのボランティ ア 活動」、「 ３ ．市民農園や家庭菜園で 野菜等

を 育てる」、「 ５ ．花の育て方や植え方の講座」と いっ た活動が30％程度と 最も 多く 、他の活動

も 2 0％前後の回答がありまし た。

•「 その他」の活動の中には、登山道整備と いっ た 六甲山に親し むも のや、身近な 場所で の

緑化活動、親子で のボランティ ア 活動なども 見ら れまし た。

1.すでに参加しており 、

今度も参加したい

9.2%
2.今まで参加して

いなかったが、

今後参加してみたい

4.9%

3.機会があれば

参加したい

37.7%

5.参加してみたいが、

活動の情報を知る

手段がない・ 分からない

14.7%

4.頻度が少なければ、参加してみたい

（ 月１回程度など）

7.7%

6.参加したいと

思わない

24.5%

その他

1.4%

30.2％
1.公園での清掃や草刈りなどの

ボランティア活動

2.街や地域の花壇の手入れ

3.市民農園や家庭菜園で
野菜等を育てる

4.稲刈りなどの里山体験

5.花の育て方や植え方の講座

6.環境教育に関するイベント

7.屋上緑化や壁面緑化など
緑化活動

その他

20.5％

33.8％

20.7％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

35.7％

21.2％

18.6％

2.3％
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参 考 資 料 　 用 語 解 説

（ あ行）

雨庭

地上に降っ た雨水を 一時的に貯留し 、地中に浸透さ せる構造をもっ た植栽空間。

インク ルーシブ 遊具

障がいの有無、年齢、性別、国籍などに関わら ず、誰も が一緒に安全に楽し めるよう に設計さ

れた遊具。

一時避難地

地震や火災などの災害発生時に、身の安全を 確保するために一時的に避難する場所。

W el l -Bein g

個人においては、一人ひとり が心身とも に満たさ れた状態であること 、社会においては、経済

や環境などの様々な要素が豊かになることを 表す指標。

ウォータ ーフ ロント

海や川、湖などの水辺に接する土地の意味であるが、近年では、新たな開発区域として港湾部

や臨海部の都市空間を 指して使用さ れる。

永久植生保存地

1 9 0 2 年、再度公園の広場から 修法が原池の対岸に望む再度山（ 標高4 7 0メ ート ル）の北斜

面を 水源かん養・ 砂防を 主目的として六甲山の緑化に着手。その後、1 9 7 4 年、国際植生学会

日本大会の現地見学会が再度山で 開催さ れたこと をきっ かけに、神戸市で はこ の森の一部

を「 再度山永久植生保存地」に指定、以後5 年ごと に植生や土壌の変化を 調査・ 記録し 、六甲

山系の緑の管理や育成に活かしている。

オープンスペース

公園や広場、河川、湖沼、山林、農地等の建築物によって覆われていな い土地の総称。都市

内で は、建築物の敷地内に確保さ れた開放性の高い、まとまっ た広さ の空地や空間で、一般

市民が自由に通行又は利用できる場所を いう 。

オープンレンタ ルスペース

公園の新たな関わり を 創出することを目的にし た事業。公園内のあまり 使われていない範囲

を 柵で 囲い、利用者がメ ニューを 選択し自由に使用できるスペースを 設置する取組み。

オールド ニュータ ウン

高度経済成長期に開発さ れたニュータ ウン が、住民の高齢化、人口減少、施設の老朽化など

が進んだ状態。

-160-



51

参 考 資 料 　 用 語 解 説

（ か行）

カ ーボンクレジット

二酸化炭素などの温室効果ガス の削減量や吸収量を 、第三者機関の認証を 経て 数値化

し 、売買を 可能にする 仕組み。削減し き れな い 温室効果ガス の排出量を 、他者の削減量

や吸収量を 購入すること で 、実質的なカ ーボン ニュート ラ ルの達成が可能になる 。

カ ーボン ニュート ラ ル

温室効果ガスの「 排出量」と「 吸収量」を 差し 引き ゼロ にすること 。

街路樹再整備方針

街路樹がより 健全に生育できる 環境や安全で 居心地の良い歩行空間を 整備し 、緑豊かな

街路景観形成を目指して策定し た、街路樹に関する基本的な考え方を示す方針。

風の道

既成市街地において、海や山から の涼し い空気の通り 道と なる河川や街路の沿線一帯。

かまどベン チ

通常はベン チとし て使用し 、災害時に座板を 外すこと で 炊き 出し 用かまどとし て利用できる

ベンチ。

企業の森づくり

企業が社会貢献活動の一環として、自治体などと 協定を 結び、森林の整備・ 保全を 行う 活動。

グリ ーンコ ウベ作戦

1 9 7 1 年から 神戸市が展開し た、市街地の緑化を 推進し 、街路樹の数を 飛躍的に増加さ せた

緑化推進運動。

グリ ーンインフ ラ

自然環境が持つ多様な機能を 活用して、社会の課題を 解決するための持続可能な社会資本

整備の考え方。

県民緑税

豊かな 緑を 次の世代に引き 継いで いく ため、県民共通の財産である「 緑」の保全・ 再生を 社

会全体で 支え、県民総参加で 取り 組む。兵庫県の仕組み。

広域防災拠点

大規模災害発生時に、ヘリ コ プタ ーを 含め大規模な 支援部隊の集結場所や全国から の

支援物資の集積場所と なるほか、災害医療活動の拠点になる場所。

公園ミ ーティ ング

神戸市内各区で 活動する 地域コ ーディ ネータ ーが協力し て、公園を 地域の交流拠点とし て

活かすためのイベント 。
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参 考 資 料 　 用 語 解 説

公園清掃ボランティ ア

まち の美化と 健全な 地域コ ミ ュ ニティ の育成を目的に、身近な 公共空間である 公園・ 緑地

の日常的な 清掃等をするために結成さ れたボラン ティ アグループ。

高温常態化

気候変動やヒ ート アイラ ンド 現象により 、3 5 度以上の猛暑日が続く 異常な 暑さ が「 普通」に

なる状況。

KOBE W OOD

神戸の森林・ 里山・ まちを 未来につなぐこと を目的とし て、神戸市内の森林管理や都市整備

で 搬出さ れた自然資源の活用を 促進するため、神戸産の木材等に関するブランド 。

こう べ木陰プロジェ クト

神戸市が猛暑対策とし て、六甲山の木を 都心部に移植し たり 、既存の街路樹の土壌改良を

行っ たり すること で、街中に木陰を 増やしていく プロジェクト 。

こう べ菜園プロジェ クト

公園の新たな 関わり を 創出すること を 目的にし た 事業。公園内のあまり 使われて いな い

場所に市民農園（ 分区園）を 設置し 、公園利用者を 増やす取組み。

神戸里山再生戦略

現代の里山に「 新たな 価値」を 見出し 、「 新たな 循環」を 創出すること で、持続可能な 里山の

姿を 描き 、市民、企業、N PO、大学など多様な主体と 協働し 、健全な里山を 次世代に受け継ぐ

ための戦略。

こう べ森林整備戦略

六甲山を 美しく 健全な 状態で 次世代にも 引き 継いで いく ため、2 0 1 2 年に「 六甲山森林整備

戦略」を 策定し 、適正な森林管理を 進めてきた。2 0 2 6 年から は、六甲山を はじ めとし た神戸の

森林全体を 対象に、目指すべき 森林や適切な管理手法等について記載し た「 こう べ森林整備

戦略」として発展的に改定している。

神戸登山プロジェ クト

神戸の登山をより 楽しんでもらえるよう 2 0 2 3 年度から 立ち上げたプロジェクト 。

神戸ネクスト ファ ーマー制度

こ れまで農業に参入するには研修機関等で1年間の農業研修に専念しなければならなかっ た

が、働きながら でも 可能な 短時間の農業研修（ 合計1 0 0 時間程度）を 受けること で 1 0 0 平方

メ ート ル～1 , 0 0 0 平方メ ート ル未満の小規模な農地を 借りること ができるよう になる制度。

KOBE備長炭

神戸市内の里山で採取し たカシの木などの原木を原料に、神戸市が試作し た備長炭。
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参 考 資 料 　 用 語 解 説

こう べ森と 木のプラット フォーム

森や 木に 関する 課題解決や新し い 社会の 創出に 向け て 、地域 の森林に 関わる・ 関わり

た いと 思う 方が出会い、意見交換を 行う 場。

こう べ森の学校

再度公園と 周辺の市有林で 森の整備活動をするボランティ アグループ。

公募設置管理制度( Park-PFI制度)

都市公園の魅力と 利便性の向上を 図るために、公園の整備を 行う 民間の事業者を 公募し

選定する制度。

根系誘導耐圧基盤

舗装の強度を 保ち つ つ、樹木の根が健全に生育できる 隙間も 確保し た 特別な 土壌基盤

のこと 。

（ さ 行）

サウンディ ング

地方公共団体が所有する土地や施設の活用方法について、民間の事業者から 広く アイデア

や意見を 聞き 、民間事業者の意見等を 収集する手法。

里山整備支援事業

人と自然と の共生ゾーン 区域内の里山林で、竹林や雑木林などの森林整備（ 伐採、間伐）に

取り 組む地元団体に活動費等を 補助することで、里山林の整備を支援する事業。

座面の温度が変わるベン チ

特殊な 素材を 用いたベン チ。夏季は冷感が、冬季は温感が感じ ら れるなど、座面の温度が

変わるベン チ。

市街化区域

既に市街地を 形成し ている 区域及びおおむね1 0 年以内に優先的かつ 計画的に市街化を

図るべき 区域。

市街化調整区域

都市計画法に基づき 、無秩序な市街化を 防ぎ、自然環境や農地を 保全するために定めら れた

区域。

自然共生サイト

「 民間の取組等によって生物多様性の保全が図ら れている区域」を 、環境省が2 0 2 3 年より

認定し ている区域。
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参 考 資 料 　 用 語 解 説

自然公園法

優れた自然の風景地を 保護し 、同時にその利用の増進を 図ること で 、国民の保健・ 休養・

教化に資するととも に、生物の多様性の確保に貢献すること を目的とし た 法律。こ の法律

に基づき 、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園が指定さ れている。

指定管理者制度

多様化する住民ニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の能力を 活用し つつ、住民

サービス の向上等を 図ることを目的に創設さ れた制度。

市民花壇制度

公園、街路、広場、空地などを 利用し 、市民の皆さ んが花壇を 設置、育成、管理すること により

地域の環境美化とコミ ュニティ づくり に役立つことを目的と する花壇。

市民公園

土地所有者の善意に 基づき 提供さ れた 土地を 、地域住民が中心と なっ て 管理運営する

公園のこと 。

市民公園制度

市民公園条例で 定めら れた制度。地元住民団体等が設置者及び管理者と なり 、神社仏閣の

境内地や遊休地等を 公園的に利用する場合に認定する。行政は遊具等の設置や管理活動

に対する支援などを 行う 。

市民農園

レクリ エーショ ン や生き がい づく り 、体験学習などの多様な目的で 、小面積の農地を 利用

し て野菜や花を 育てるための農園のこと 。

市民の木・ 市民の森制度

神戸市が市民の協力のもと 、市内に残る 歴史的な 古木や豊かな 森を「 市民の木」「 市民の

森」として指定し 、次世代に引き 継ぐための貴重な財産として保護・ 保全する制度。

市民緑地認定制度

緑地やオープンスペースが不足している地域において、企業や個人が所有する土地や空き地

等を 有効活用し 、地域住民の活動の場と なる公的な機能を 有する緑地空間（ オープンスペー

ス）を 創出する制度。

森林環境譲与税

森林の整備や促進に必要な財源を 確保するため、国が市町村や都道府県に譲与する税。

植栽帯

樹木、草花等を 植えるための土壌基盤・ 花壇等（ プランタ ー等を 除く ）のこと 。

植栽桝

歩道などの地面に設けら れる、街路樹を 植栽するための区画のこと 。
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参 考 資 料 　 用 語 解 説

水源かん養

水源を 保ち 、河川の流量を 調節などの森林の機能の一つ。雨水を 土壌等に蓄える た め、

水資源の確保や水害防止に役立つ。

（ た行）

竹チッ プ 舗装

放置竹林等の間伐材をチッ プ 状に粉砕し 、ウレタン 樹脂などの固化材と 混ぜて敷きならし た

舗装材。

治山砂防事業

森林の維持管理と 砂防えん堤等の整備により 、土砂災害から 人命・ 財産を 守るための事業。

中間支援技術者

主にN POや市民活動団体、行政、企業など多様な 主体間の「 中間」に立ち 、活動の支援や

連携・ 協働のコ ーディ ネート（ 調整役）を 行う 専門家。

D ID 地区

人口集中地区＝D ensel y  I n hab i t ed  D i st r ictの頭文字をとっ たも の。国勢調査に基づいて

設定さ れる統計上の地区で、人口密度が4 ,0 0 0 人/km ² 以上の地域を 指す。

道路公園1 1 0 番

道路・ 公園に関する問い合わせや通報を 一元的に受け付けるコ ールセンターのこと 。

特別緑地保全地区

都市緑地法に規定さ れている 地区で 、都市における良好な自然環境と なる 緑地において 、

建築行為など一定の行為の制限などにより 現状凍結的に保全する 地区。

都市緑地法

都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的と する法律と 相まって、良好な

都市環境の形成を 図ることに関する法律。

（ な行）

農村定住促進コ ーディ ネータ ー

移住希望者から 相談を 受け、住居や農地の情報を 提供し 、農村地域の空家や地域の人たち

と のマッ チングを 行い、移住・ 定住を 推進する。また、農村地域にはその地域特有のしきたり

やお祭り などの伝統行事があるため、移住さ れた方が地域にと け込めるよう 、移住後も 相談

にのるなどのフォローを 行う 。
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（ は行）

花のプロ ムナード

企業・ 団体と の協働と 参画による 花と みどり のまち づく り を 積極的に推進するため、都心地

域のビューポイント にある花壇を「 スポン サー花壇」として、企業・ 団体から の協賛で 維持管理

をおこ なうも の

人と自然と の共生ゾーン

良好な 営農環境、生活環境及び自然環境の整備、保全及び 活用を 行う とと も に、農業の

振興、農村の活性化、農村を 魅力あるも のにすること 及び農村における市民相互のふれあ

いを 進めるべき 区域。「 人と自然と の共生ゾーン の指定等に関する条例」に基づき 指定。

PFI制度

Pr i va te-F in an ce-I n i t i a t i veの略。公共事業を 実施するための手法の一つ。民間の資金と

経営能力・ 技術力（ ノ ウハウ）を 活用し 、公共施設等の設計・ 建設・ 改修・ 更新や維持管理・

運営を 行う 公共事業の手法。

ファシリ テータ ー

会議や議論、研修などの場で、参加者全員が積極的に意見を出し 合えるよう に支援し 、議論

を円滑に進めて合意形成を 促す中立的な進行役のこと 。

風致地区

都市計画法に定めら れる地域地区の一つ。都市の風致を 維持するために指定する。指定の

対象と なる 地域は、自然の景勝地、公園、社寺、水辺等の公開の緑地、歴史的・ 郷土的に意

義のある土地、緑豊かな低密度な住宅地など。

輻射熱

物と 物が直接触れていなく ても 遠赤外線の作用により 伝わる熱のこと 。

プレーパーク

従来の公園にあるブランコ 、スベリ 台、鉄棒などの遊具がある遊び場と は違い、子どもたちが

創意工夫して、自分の責任で自由な遊びを 作り 出すこと のできる遊び場。

プレーリ ーダー

子ども たち がいき いきと 遊び 場で 遊べるよう に、環境を 作っ たり 、遊びを 引き 出し たり する

リーダー。

防砂の施設

土砂災害を 防止するための取り 組みを 行う 区域のこと 。

ポート アイランド・ リ ボーンプロジェ クト

神戸市が2 0 2 2 年度から 進めている、ポート アイランド の活性化を目指すプロジェクト のこと 。
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保水性舗装

舗装体内に水分を 保水し 、その水分が蒸発する際の気化熱によって路面温度の上昇を 抑える

舗装。

（ ま行）

まちなか活用空地

地震や火災が起き やすい密集市街地にある 空き 家や空き 地を 、平時には地域交流の場や

ポケット パークとし て活用し 、災害時には防災活動の拠点とし て使用するために整備さ れた

土地のこと 。

まちの美緑花ボランティ ア（ 制度）

公園などの身近な公共空間を 愛着もって管理すること により 、まちの美化と 地域コミ ュ ニティ

の形成を 促進すること を目的に、地域住民等によっ て 結成さ れた ボラ ン ティ ア 団体、及び

団体に対する神戸市の助成制度。

マン ホールト イレ

災害時に、下水道管のマン ホールの上に簡易な便器や上屋を 設置して使用する仮設ト イレ の

こと 。

みどり の聖域

「 緑地の保全・ 育成及び 市民利用に関する 条例」に基づき 、市街化調整区域内の緑地を

守る た めに指定し た 区域( 約1 5 , 2 0 0 h a ) 。重要度に応じ て「 緑地の保存区域」、「 緑地の

保全区域」、「 緑地の育成区域」を 指定。

森の未来都市神戸

神戸市が2 0 2 5 年度から 取り 組む、「 森林・ 里山の再生」と「 まち の緑化」を 通じ て、自然と

共生する持続可能な都市づく り のこと 。

森守ボランティ ア

荒廃し 本来の機能を 発揮し にくく なっている 森林を 、健全な 森林に回復さ せ、維持し よう と

活動をし ている市民団体。

（ や行）

屋敷林

家屋を 風、雪、日差し などから 守るために、家の周り に植えら れた 樹林のこと 。
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（ ら 行）

L iv i n g  N a tu re K ob e

サステナビリ ティ の視点を 取り 入れたまち づく り を 進めるため、2 0 2 1 年に策定し たみどりと

花のブランド 戦略。

緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例

市街化調整区域内の緑地について、重要度評価に基づき「 緑地の保存区域」「 緑地の保全

区域」「 緑地の育成区域」を 指定し 、区域内で の土地の造成や木の伐採などについて一定の

制限を行う 。なお土地所有者に対しては、緑地の維持管理や市民利用に対する助成制度もある。

緑被率

ある区域に対して、樹木や草地、田畑などの緑で 覆われた土地が占める面積の割合。

六甲山系グリ ーン ベルト 整備事業

市街地に隣接する山麓斜面などに樹林帯（ グリ ーンベルト ）を 形成し 、土砂災害を 防ぎ なが

ら 、無秩序な市街地拡大を 防止し 、都市環境や景観を 保全する事業。
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